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1． 調査研究の実施概要 

 

1.1 背景・目的 

本調査研究は、教育振興に係る計画等を策定している欧米諸国や国内地方自治体などの

事例を調査し、わが国において教育振興基本計画を策定するに当たって、適切な評価手法

や評価結果の活用方法を確立する際に資する知見やノウハウを把握・整理することを目的

として実施した。 

 

1.2 調査研究の方法 

 本調査研究では、評価のフレームワークに基づく共通の調査項目を設定した上で、国内

外の以下の国や自治体を対象にした事例調査を行って、その内容を整理し、そこから得ら

れた知見や示唆を最後に取りまとめた。事例調査については、WEB サイト等で公開されて

いる文献で概要を把握した上で、必要に応じて専門家へのヒアリングを行い、4カ国及び 6

自治体について訪問ヒアリング調査を行った。 

 

 調査対象事例 調査の方法 

海外 イギリス 文献調査、訪問ヒアリング調査 

フィンランド 文献調査、専門家ヒアリング調査、訪問ヒアリング調査 

フランス 文献調査、専門家ヒアリング調査、訪問ヒアリング調査 

ドイツ 文献調査 

アメリカ 文献調査、訪問ヒアリング調査 

国内 北海道 文献・インターネット調査、訪問ヒアリング調査 

岩手県 文献・インターネット調査、訪問ヒアリング調査 

静岡県 文献・インターネット調査、訪問ヒアリング調査 

島根県 文献・インターネット調査、訪問ヒアリング調査 

宮崎県 文献・インターネット調査、訪問ヒアリング調査 

京都市 文献・インターネット調査、訪問ヒアリング調査 

東京都 文献・インターネット調査 

三重県 文献・インターネット調査 

山口県 文献・インターネット調査 

北九州市 文献・インターネット調査 
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1.3 調査研究の実施体制 

本調査研究は以下の体制で実施した。 

 

総括責任者 

金子篤志 人間・生活研究本部 ﾗｰﾆﾝｸﾞ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究グループリーダー 主席研究員 

実施責任者（プロジェクトリーダー） 

 仲伏達也 人間・生活研究本部 ﾗｰﾆﾝｸﾞ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究グループ 主任研究員 

実施担当者 

 田渕雪子 地域経営研究本部 都市・情報研究グループ 主席研究員 

 吉村春美 人間・生活研究本部 ﾗｰﾆﾝｸﾞ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究グループ 研究員 

糟谷英之 地域経営研究本部 都市・情報研究グループ 研究員 

横田匡俊 人間・生活研究本部 ﾗｰﾆﾝｸﾞ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究グループ 研究員 
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2． 海外事例調査  

 

2.1 海外事例調査の結果概要 

 海外の事例調査を行った 5カ国のうち、ドイツを除く 4カ国について、その概要を一覧

表に整理した。ドイツについては、国が教育振興に関する計画を策定しておらず、共通の

調査項目での把握ができなかったために、一覧表への概要整理の対象外とした。 
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 イギリス フィンランド フランス アメリカ（バージニア州） 

計画 

■計画の名称 

・基本計画：子どもと学習者のための 5ヵ年計画 

■策定主体の名称と位置づけ 

・旧教育技能省（現児童・学校・家庭省の内部サービス

部門の戦略ユニット） 

■対象分野（年次成果計画） 

・就学前教育、初等中等教育、高等教育、私立専門学校、

生涯学習（成人教育）、教育行財政等の教育基盤分野 

■計画期間 

・基本計画：5年間（2004 年～2008 年） 

■数値目標（詳細は参考資料参照） 

・上記対象分野の全てに対して、2008 年までの達成目

標を設定 

・財務省と各省庁間で交わされる「公共サービス合意」

においても 5つの目標に対して数値目標を設定 

■予算の裏づけ 

・財務省と各省庁間で交わされる「公共サービス合意」

の内容、数値目標に対する達成を参考に、3ヵ年度分

の予算が配分。計画は公共サービス合意との関連性が

高いが、計画自体の評価結果は予算配分に直接的な影

響なし 

■計画の名称 

・基本計画：教育・研究計画 2003-2008 

■策定主体の名称と位置づけ 

・教育省 

■対象分野（年次成果計画） 

・就学前教育、初中等教育（小学校・中学校教育の基礎

教育）、後期中等教育（高等学校教育および職業教育

・訓練）、高等教育（大学および高等専門学校教育）、

生涯学習（一般を対象とした職業教育・訓練など）、

 研究・開発 

■計画期間 

・基本計画：策定年の翌年から 5 年間（2004 年～2008

年） 

■数値目標（詳細は参考資料参照） 

・上記対象分野の一部で、入学者数や資格取得者数とい

った「人数」またはその「割合」を数値の単位とする

数値目標を設定 

■予算の裏づけ 

・高等教育部分については、教育省と大学等の高等教育

機関との間で結ばれる「パフォーマンス協定」におい

て、各機関の計画の遂行に対する責任と予算が直接的

に連動 

・初中等教育や生涯学習については、児童や人数に応じ

て地方自治体に予算が配分されるため計画との連動

はなし 

■計画の名称 

・基本計画：学校の未来のための基本計画法の付属報告

書 

・実施計画：年次成果計画 

■策定主体の名称と位置づけ 

・基本計画は学校の未来委員会で検討され、国会で可決 

・実施計画は担当局（教育省、高等教育・研究省、農業

省（教育・研究局））のプログラム責任者が、成果予

想・評価局の協力を得ながら、財務省との協議を経て

決定 

・５～６年に１回は財務省管轄の計画聴取省間委員会

が、プログラムや目標等の妥当性評価を実施 

■対象分野（年次成果計画） 

・初等教育（就学前教育を含む）、中等教育、学校生活、

私立初等中等教育、教育施策支援、農業技術教育 

・高等教育・大学研究、学生生活 

■計画期間 

・基本計画：5年間（2006 年～2010 年） 

・年次成果計画：1年間（毎年） 

■数値目標（詳細は参考資料参照） 

・基本計画：７つの数値目標 

・年次成果計画：ほぼ全てのプログラム（８つのうち７

つ）に対して、140 の評価指標を設定 

■予算の裏づけ 

・年次成果計画は全て予算と連動 

■計画の名称 

・基本計画：教育総合計画 2007-2012 

■策定主体の名称と位置づけ 

・教育委員会 

■対象分野 

・就学前教育、初等中等教育 

■計画期間 

・基本計画：5年間（2007 年～2012 年） 

2 年ごとに見直される 

■数値目標（詳細は参考資料参照） 

・基本計画：8つの行動目標 

・行動目標の進捗管理指標（例：経年で退学率を把握す

る）の記載はあるが、数値目標は設定されていない 

■予算の裏づけ 

・目標に応じて予算と連動する場合がある 

・教育委員会の教育総合計画のほかに、教育省は州行政

評価システムに位置づけられた行政目標を設定して

おり、この行政評価結果も予算配分に反映される 

評価手法 

■評価の対象 

・基本計画で掲げられている個々の施策や事業を対象に

評価を実施。その結果の集約が基本計画の評価 

■評価主体の名称と位置づけ 

・各種施策や事業の評価は、児童・学校・家庭省内部や

外部機関へ委託して実施 

・結果の集約は児童・学校・家庭省が実施 

■評価の実施頻度 

・各種施策や事業の評価はその都度 

・公共サービス合意に対する達成状況の報告は毎年 1回 

■評価の視点・方法 

・経済性の観点からの評価が中心 

・事業から得られる成果（アウトカム）の有効性やその

コスト効率性などを評価 

・公共サービス合意に対しては、数値目標の達成度 

■評価の対象 

・個別の施策や事業に対する評価、各教育段階別（初等

中等教育、高等教育、生涯学習）の評価が中心 

■評価主体の名称と位置づけ 

・個別施策や事業を対象に、初中等教育で国家教育委員

会、教育評価審議会など、高等教育で高等教育評価審

議会、研究分野でフィンランドアカデミーによる評価

が実施 

■評価の実施頻度 

・個別施策や事業の評価はその都度 

■評価の視点・方法 

・近年、「国民の生産性（Productivity）の向上」の観

点からの評価が中心 

 

■評価の対象 

・基本計画を直接評価せず、年次成果計画を評価 

■評価主体の名称と位置づけ 

・各プログラムの担当局長（教育省、高等教育・研究省、

農業省（教育・研究局））が、成果予想・評価局など

から提供されるデータを使って自己評価し、財務省と

の協議を経てまとめられ、国会で議決 

■評価の実施頻度 

・毎年 1回 

■評価の視点・方法 

・数値目標の達成度 

・社会経済的効果、サービスの質、費用対効果（効率性） 

 

■評価の対象 

・毎年、基本計画の進捗管理を行っている。ただし、す

べての計画が評価の対象になったのは2007年度以降。 

■評価主体の名称と位置づけ 

・教育委員会 

■評価の実施頻度 

・毎年 1回 

■評価の視点・方法 

・行動目標の進捗を管理。その結果を年次報告書として

公開 

 

評価結果の活用・

公表 

■公表 

・各種施策・事業の評価結果は、児童・学校・家庭省の

ホームページを通じて公表 

・公共サービス合意の進捗状況を報告する「秋季業績報

告書」もホームページを通じて公表 

■活用 

・次期基本計画への反映 

・次期の公共サービス合意の目標および数値目標への反

映 

■公表 

・個別施策・事業の評価結果は、その報告書が各教育関

連機関のホームページを通じて公表 

■活用 

・各種施策・事業の評価結果は次期基本計画へ反映 

 

■公表 

・評価結果は「年次成果報告」として毎年 6月に国会に

提出 

・政府のサイトでも公表 

■活用 

・次年度の評価指標の見直し 

・次年度の教育政策の見直し 

■公表 

・評価結果は「年次報告書」として州知事と議会に提出 

・教育省のサイトを通じて公表 

■活用 

・次年度の行動計画の見直し 

・次年度の教育政策の見直し 

その他特記事項 

■課題 

・政権政党の交代により、基本計画での政策、施策が大

きく変わるとともに、評価の枠組みも同時に変わる可

能性が高い。 

・教育分野の政策、施策の効果の発現は、多くの場合、

効果の発現に長期間を要するため、適切な中間成果を

設定して成果を捉えている。 

■課題 

・教育政策の効果は発現するのが遅いため、結果として

活動評価になることが多い。 

・分権化の流れの中で、政府による政策評価が地方自治

体の実践を縛ってしまう可能性がある。 

■課題 

・ほぼ全てのプログラムに数値目標を設定しているた

め、一部には適切でないものも含まれており、暫時見

直しを行っている。 

■課題 

・最近まで計画と評価が１対１になっていなかったた

め、評価結果の次年度計画への反映などが難しい部分

があった。 

・計画の管理が進捗管理に留まっており、目標の達成遅

延を引き起こす可能性が考えられる。 
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2.2 国別の調査結果 

 

2.2.1 イギリス 

 

（１）特徴と得られた示唆 

１）イギリスにおける教育分野の計画の評価手法等の特徴 

 教育分野の基本計画として「子どもと学習者のための 5ヵ年計画（以下、「教育 5ヵ年計

画」）」が位置づけられている。「教育 5ヵ年計画」全体を直接評価する仕組みはないが、計

画にある個々の施策や事業が個別に評価されており、結果の集約のみが行なわれている。 

また財務省と各省庁の間で交わされ、政策目標の達成が文書で記された「公共サービス

合意（ＰＳＡ: Public Service Agreement）」からの流れ、内容を意識して「教育 5ヵ年計

画」は策定されていることから、ＰＳＡに対して各省庁が毎年公表している業績報告書も

評価の一種と言うことができる。 

 

２）日本における教育振興基本計画の評価手法等の検討に対して得られた示唆 

 ＰＳＡで交わされた政策目標およびそれらに付随した数値目標の達成度に基づいて 3ヵ

年度分の予算が決められることにより、各省庁は政策目標達成のために効率的かつ効果的

な施策や事業の立案が求められることになる。 

 また教育分野の場合、効果が表れるのに時間がかかる場合が多いが、必要に応じて複数

の中間成果を設定し、長期的な成果の代替として利用している。 

 

（２）教育分野の基本計画（以下「教育基本計画」）の概要 

１）総合計画等との関係 

 国全体での総合計画は存在しないものの、各省庁は政権政党が選挙時に掲げたマニフェ

ストを意識し、マニフェストで示された施策や目標は各省庁の施策立案や執行プロセスに

盛り込まれている。 

 「英国の地方政府改革の系譜（財団法人自治体国際化協会）」によれば、1997 年の労働

党政権樹立後、マニフェストで導入を約束していた「包括的歳出見直し（ＣＳＲ：

Comprehensive Spending Review）」により、政府の重要目的である「持続可能な経済成長

と雇用の拡大、公正さと機会提供の促進、効率的で刷新された公共サービスの提供」の 3

つの観点から、各省庁は政策の有効性・効率性の見直しを求められた。見直しの結果、政

府は 3会計年度にわたる省庁予算を各大臣に配分することで、各省庁は安定的な政策執行

が行なえるようになった。 

 ＣＳＲの導入により、3会計年度における歳出見直し（ＳＲ：Spending Review）を 2年

ごとに作成し、閣議決定されている。またＳＲを作成する際、各省庁と財務省の間でＰＳ

Ａを締結し、政策目標を策定している。ＰＳＡで掲げた政策目標は、マニフェストの内容

が反映されている。さらに政府はＰＳＡで設定した政策目標に対する到達度を測るために、
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「アウトプット業績分析（ＯＰＡ：Output and Performance Analysis）」を導入して、一

連の政策評価体系を確立した。現在、ＣＳＲにもとづき、2005 年～2008 年を対象としたＳ

Ｒ2004（Spending Review 2004）が進行中である。 

旧教育技能省によって 2004 年 7 月に策定された「教育 5ヵ年計画」は、上記の過程の中

で策定されており、内容的にもＰＳＡとの関連が深い。 

 

２）計画の体系 

 「教育 5 ヵ年計画」以外には、2006 年に「教育 5 ヵ年計画」の進捗状況を公表した「5

ヵ年計画－発展の維持」が策定されている。 

 またＰＳＡそのものへの進捗状況を報告する「秋季業績報告書（Autumn Performance 

Report）」が毎年 12月に公表されるとともに、ＳＲ2004 で予算配分された事業等の実施状

況等について毎年「実施報告書（Yearly Departmental Reports）」公表されている。 

 

３）対象分野 

 「諸外国の教育施策に関する文献調査（日本総合研究所）」によれば、対象となる分野は

以下のとおりとなっている。 

・ 就学前教育 

・ 初等中等教育 

・ 高等教育 

・ 私立専門学校 

・ 生涯学習（成人教育） 

・ 教育行財政等の教育基盤分野 

 

なお、2007 年 6 月の省庁改編により、旧教育技能省は現在、「児童・学校・家庭省

（Department of Children, Schools and Families、以下「ＤＣＳＦ」）」と「イノベーシ

ョン・大学・職業技能省」に分けられている。前者が主に旧教育技能省の政策を引き継い

でいるものの、より「子ども・若者」に特化した政策を立案している。 

 

４）計画策定のプロセス、策定の体制・主体 

ＤＣＳＦでのヒアリングによると、ＤＣＳＦの内部サービス部門の戦略ユニット

（Strategy Unit in Corporate Services Directorate）が中心となって策定を進めている。

策定にあたり、緑書1 の公表により国民を含めた外部の意見を聞く機会もあり、白書とし

て確定する以前にも大学教授や研究者といった外部有識者が査読を行なっている。 

また旧教育技能省が策定した「教育 5 ヵ年計画」に続く計画として、ＤＣＳＦが 2007

年 12 月に策定した「子どものための計画」では、子ども自身、親、教師、外部有識者とい

った教育に関わるすべての関係者に対して、ヒアリングやタウンミーティング等を実施し、

                             
1 緑書（Green Paper）とは、政府が計画としての確定段階前の施策等を広く国民等に公表するもので、そこでの意見等を受けて、

各省庁が出す計画などの白書の策定につながっていくものである。 
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そこで得られた意見等は内部有識者グループに伝えられる。内部有識者グループは得られ

た意見等を勘案して、大臣に対して答申を出すというプロセスが行なわれている。 

「教育 5 ヵ年計画」の策定に要する時間を確認できなかったが、ＤＣＳＦが 2007 年 12

月に策定した「子どものための計画」では、2007 年 9 月からタウンミーティング等を開始

し、子どもや親、教師などに意見を聞いているところから、少なくとも 3ヶ月以上前の段

階ではドラフト案が完成していると推測される。 

 

５）策定・見直しの時期、計画対象年次 

「教育 5カ年計画」の対象期間は、2004 年～2008 年までの 5年間となっている。計画の

見直し等は行なわれていないが、先述のとおり、2006 年に「教育 5ヵ年計画」の進捗状況

を公表した「5ヵ年計画－発展の維持」が策定されている。 

「子どものための計画」は 2020 年を目標に計画が立てられているが、毎年、進捗状況の

報告を行なうとしており、見直し、改善等を示した具体的な施策や事業が含まれるかは来

年度以降の年次報告書を追いかける必要がある。 

 

６）計画の範囲（政策、施策、事業） 

 「諸外国の教育施策に関する文献調査（日本総合研究所）」によれば、「教育 5ヵ年計画」

は下表のように構成されている。 

 1 章および 10 章は、それぞれ「序章」「結論」に割り当てられているが、それ以外の章

については、原則、教育段階ごとに分けられており、その中で、政策－施策－事業の体系

付けがされている。具体的には、各章ごとに一つの政策（Goal）があり、その下に複数の

施策（Our Offer）があり、施策を実現するためにどのような社会システムの変化が必要か

を述べる事業という構成になっている。 

 

図表 2.2.1-1 教育 5 ヵ年計画の各章と教育分野の対応 

教育分野 教育 5ヵ年計画の該当章 

就学前教育 第 2章「就学前教育（Early Years）」 

初等教育 第 3章「初等学校（Primary Schools）」 

中等教育 第 5 章「中等学校における個に応じた教育と選択（Personalisation 

and choice in secondary years）」 

第 6章「14～19 歳の教育と訓練（14-16 Education and Training）」 

第 4章「専門中等学校（Independent Specialist Schools）」 

高等教育 第 8章「高等教育（Higher Education）」 

生涯学習 第 7章「成人の技能（Adult Skills）」 

教育基盤（教育行

財政・学校施設等）

関連 

第 1章「導入部（Introduction）」の一部 

第 4章「専門中等学校（Independent Specialist Schools）」の一部 

第 9章「変革の管理（Managing the Transformation）」の一部 

出典：日本総合研究所「諸外国の教育施策に関する文献調査」2007 年 3 月 
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７）指標・目標の設定状況と設定プロセス／根拠 

 まず「教育 5ヵ年計画」において設定されている指標・目標について、「諸外国の教育施

策に関する文献調査（日本総合研究所）」を以下に示す。 

  

図表 2.2.1-2 「教育 5 ヵ年計画」の数値目標 

（１）就学前教育 

①2008 年までの達成数値目標 

・ 3～4 歳の無償教育（エデュケア）の提供時間について、毎週 12.5 時間、年 33 週と幅を持

たせ、親が利用しやすくする。 

・ 基礎段階の終了時（就学直前）までに、幼児の半数が適切な発達レベルに達する。また、下

位 20％の教育困難地域の子どもの到達レベルの格差をなくす。 

・ エデュケアの監査を含め、就学前教育の枠組みの見直しを進める。 

・ 教育困難地域を中心に「子どもセンター」を少なくとも 1,700 ヶ所に増やす。 

・ 全ての地方当局が子どもサービス部門を設置し、子どもの福祉向上のために地方レベルで協

力する「地方子ども安全委員会（Local Safeguarding Children’s Board）」を設ける。 

・ 利用可能な公的子育て関連資産の 10％向上の一環として、少なくとも 1,000 の初等学校に

おける 8～18 時の保育サービス、50,000 ヶ所の子育て場所を提供する。 

②長期的な達成目標 

・ 希望する人全員に対して 3～4歳の無償教育（エデュケア）を提供する。 

・ すべてのコミュニティにおいて 8～18 時の保育サービスを提供する。 

 

（２）初等教育 

①2008 年までの達成数値目標 

・ 全国テストの英語と数学について、11 歳児の 85％が標準到達レベル（レベル 4）に達する。

また、標準到達レベルに達する子どもが 65％以下の学校を 40％まで削減する。 

・ ほとんどの初等教育児童が毎週質の高い初等教育と体育を受けられるようにする。また、7

歳児においては初等学校において語学ならびに楽器演奏を学習する機会を与えるようにす

る。 

・ カリキュラムの外で学校を地域の教育や社会サービス、福祉の向上等に役立てる「拡大学校

（extended schools）を増やし、最低 1,000 ヶ所のの初等学校における 8～18 時の保育サー

ビス提供を行う。 

②長期的な達成数値目標 

・ 学校施設改善プログラム（BSF:Building Schools for the Future programme）に従って、

初等学校全体の 3分の 2を改修または新築する。 

・ すべての初等教育児童が毎週質の高い初等教育と体育を受けられるようにする。 

 

（３）専門中等学校 

①2008 年までの達成数値目標 

・ 専門中等学校になることを希望するすべての中等学校を専門中等学校に認定する。 

・ 学校施設改善プログラム（BSF）に従って、600 校の大規模施設改修または新築を行う。 

・ 教育困難地域に設立し、教育内容に特徴を持つ「アカデミー校（Academies）」を 85 校まで

増やす。 

②長期的な達成数値目標 

・ 学校施設改善プログラム（BSF）に従って、全体の 3 分の 2 の学校の大規模施設改修または

新築を行う。 

 

（４）中等学校における個に応じた教育と選択 

①2008 年までの達成数値目標 

・ 全国テストで 14 歳の 85％が英語、数学、情報（ICT）の教科で、80％が理科で標準到達レ

ベル（レベル 5～6）に達する。 

・ すべての学校で、最低 50％の生徒が英語、数学、科学で標準到達レベルに達する。 

・ すべての学校がなんらかの拡大学校のサービスを提供し、最低 240 校で拡大学校のサービス
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すべてを提供する。 

・ 学校欠席率を対 2003 年比で 8％抑制する。 

 

（５）14～19 歳の教育と訓練 

①2008 年までの達成数値目標 

・ 16 歳の 60％が GCSEs で、生徒が 5 科目以上で優秀（A*～C）成績を取る。また、5教科以上

で優秀成績を取得した生徒が 30％以下の学校をなくす。 

・ 14～16 歳で職業準備教育プログラム（vocational subjects）を取得する生徒を 18 万人以

上にする。 

・ 19 歳人口について、少なくとも全国資格枠組み（NQF:National Qualifications Framework）

のレベル 2（GCSEs の 5 教科の A*～Cの成績に相当）を 2004 年に比べて 5％ポイント増加さ

せる。また、若者についてレベル 3 の到達割合を高め、有資格者を 4 分の 3 まで高める。 

 

（６）成人の技能 

①2008 年までの達成数値目標 

・ 2001 年からの合計で 150 万人の成人の基礎的技能を高める。 

・ 成人労働者について、無料訓練により、レベル 2 の技能を持つ労働者を 2004～2010 年まで

に 300 万人増やす。 

・ 最低 400 の職業技能向上センター（Centres of Vocational Excellence）を設ける。 

②長期的な達成数値目標 

・ 2010 年までに 2001 年からの合計で 225 万人の成人の基礎的技能を高める。 

 

（７）高等教育 

①2008 年までの達成数値目標 

・ 2010 年までに青年層（18～30 歳）の高等教育進学率を 50％に引き上げる政策目標を実現す

るため、短期の応用高等課程の拡大を推進する。 

②長期的な達成数値目標 

・ 2010 年までに青年層（18～30 歳）の高等教育進学率を 50％に引き上げる。 

出典：日本総合研究所「諸外国の教育施策に関する文献調査」2007 年 3 月 

 

次にＳＲ2004 で財務省と旧教育技能省との間で交わされた 2005 年～2008 年を対象にし

たＰＳＡの内容を紹介する。ここでは 5つの目標を掲げ、それぞれに数値目標を設定して

いる。これら数値目標は毎年の「秋季業績報告書（Autumn Performance Report）」でその

達成度合が示されており、その目標に対する進捗状況が分かるようになっている。 
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図表 2.2.1-3 旧教育技能省のＳＲ2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：英国財務省「2004 Spending Review Chapter 02: Department for Education and Skills 」2004 年 7 月 

 

８）他組織の計画への反映状況 

 ＤＣＳＦでのヒアリングによると、地方自治体の業績（パフォーマンス）については常

にチェックしているが、地方自治体が政府の計画を反映するかは、地方自治体の裁量の範

囲であり、政府との整合性を取るような指導はしていないとのことであった。 

 

目標１：子どもや若者の生活を守り、その生活を改善し、悪循環を断ち切る。 

⇒2008 年までに基礎段階終了時に 50％の子どもたちが問題なく発育するとともに、恵まれ

ない地域出身とそれ以外の地域の子どもの格差を縮小する。 

  ⇒2008 年までに誰も働いていない世帯の比率を下げるために、 

・ Ofsted が実施している児童保育プログラムに登録している児童の数を 10％上昇させる。 

・ 低所得世帯の一般の児童保育プログラムの登録率を 50％上昇させる。 

・ 2005 年 4 月までに手軽に利用できる児童保育プログラムを導入する。 

  ⇒2010 年までに 18 歳以下の妊娠率を 50％低下させる。 

  ⇒2010 年までに 11 歳以下の児童の肥満率を維持する。 

  ⇒2008年までに 2年半以上の児童保護を受けた経験のある 16歳以下の児童の 80％が 2年以

上同じ家庭に留まる、あるいは養子縁組を受けられるようにする。 
 

目標２：学力水準を上げ、学校における生徒間の差を縮小する。 

  ⇒英語と数学の学力水準向上のため、 

・ 2006 年までに 11 歳の児童の 85％がレベル 4以上の成績を修め、それを 2008 年まで維持

する。 

・ 2008 年までに 65％以下の児童がレベル 4 以上の成績を修めている学校の比率を 40％に

下げる。 

  ⇒中等教育における英語、数学、ＩＣＴ、科学の学力水準向上のため、 

・ 2007 年までに 14 歳の児童の 85％（科学のみ 80％）がレベル 5以上の成績を修め、それ

を 2008 年まで維持する。 

・ 2008 年までにすべての学校において、50％以上の児童が英語、数学、科学においてレベ

ル 5以上の成績を修める。 

  ⇒2008 年までに学校への欠席数を 2003 年と比較して 8％低下させる。 

⇒体育およびそれ以外の時間で週に2時間以上スポーツを行なう5歳～16歳の児童の割合を

2002 年の 25％から 2006 年には 75％に、2008 年には 85％に上昇する。 
 

目標３：19 歳に到達するすべての若者が、高等教育に進むか、技術職に就く。 

⇒2008 年までに 16 歳の児童の 60％がＧＣＳＥｓ（General Certificate of Secondary 

Education）でＡ～Ｃの間の成績を修める。またすべての児童を対象とした場合は 2004 年

では 20％、2006 年では 25％、2008 年では 30％に上昇させる。 

⇒2004年から 2006年の間にレベル2を取得する19歳の学生の割合を％で3ポイント上昇さ

せる。同様に 2006 年から 2008 年の間では 2ポイント上昇させる。 

⇒2010 年までに教育あるいは訓練を受けていない、就職していない若者の割合を％で 2ポイ

ント低下させる。 
 

目標４：成人間における技術の差を解消する。 

⇒2010 年までに約 225 万人の成人の基礎技術レベルを向上させる。2007 年はそのうち 150

万人を目標とする。 

⇒2010 年までにＮＶＱ（National Vocational Qualification）のレベル 2 あるいは同程度

レベルでなく職に就いている成人の数を 40％削減する。 
 

目標５：高等教育への進学率を上げるとともに門戸を広げる。 

⇒2010 年までに 18 歳から 30 歳の 50％が高等教育に進む。また退学率も低下させる。 



 11

（３）教育基本計画の評価方法等 

１）評価の体系 

ＤＣＳＦでのヒアリングによれば、「教育 5ヵ年計画」の評価は、計画そのものを評価す

ることは行なっていないが、計画で掲げられている個々の施策や事業を対象に評価が行な

われている。またそれら施策や事業の評価結果は集約されているが、まとまった報告書等

での出版は行なわれていない。 

また全省庁を対象にした評価としては、先述のとおり、ＰＳＡにもとづく評価がある。

「英国の地方政府改革の系譜（財団法人自治体国際化協会）」によれば、「政府の全分野の

目標（Objectives）に対応した達成目標（Targets）を定量的に設定しており、各省庁の業

務執行にあたって重視すべき点を次の 4 点に整理している。」とされている。 

 

図表 2.2.1-4 イギリスにおける各省庁の業務執行にあたっての重視ポイント 

出典：財団法人自治体国際化協会「英国の地方政府改革の系譜」2006 年 1 月 

 

２）評価の対象（政策、施策、事業） 

 例えば以下のような政策体系があった場合、評価の対象となるのは、主に事業（下図で

の Project）が対象であり（一部、施策（下図での Our Offers））、その評価時期、評価実

施期間もそれぞれ異なっている。例えば事業の場合は、毎年、進捗状況の確認は必ず行な

い、事業終了時点でその事業そのものの総括的な評価を実施することになる。 

 

図表 2.2.1-5 評価対象のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 結果重視：公共サービス合意(PSA)で設定される目標は、予算額や職員数などの「投入資

源(インプット、Input)」ではなくて、可能な限り「最終的な結果」(たとえば、少人数制学

級の増加や病院の順番待ちの減少など)として表現されるものでなければならない。 

○ 効率性の向上：最終的な結果の向上は、常に、最小限の投入資源で求められなければなら

ない。 

○ 公共サービスの測定：可能な限り、結果／成果(Outputs／Outcome)と関連づけながら、計

測可能・実現可能な達成目標を設定すること。 

○ 横断的課題への対応：包括的歳出見直し(CSR)の目的のひとつに、省庁横断的な課題に対

応するということがあったが、公共サービス合意(PSA)についても、この課題に向けた対応を

図ること。 

Goal 1 

Our Offer 1 Our Offer 2 

Project Project Project Project
・ 毎年の進捗状況の確認 

・ 事業自体の評価は別に実施 
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３）評価の実施頻度・時期と根拠 

 財務省が策定した「THE GREEN BOOK Appraisal and Evaluation in Central Government」

によると、ＤＣＳＦに限らず、すべての省庁で実施される事業は、以下のＲＯＡＭＥＦサ

イクルの対象となる。 

 それぞれの事業、施策で実施時期、期間が異なるため、評価の頻度や時期も異なる。 

 一方、ＰＳＡに関しては、各省庁が毎年、進捗・達成状況も含めた報告書を公表してお

り、それが評価の位置づけにあたると考えられる。 

 

図表 2.2.1-6 ＲＯＡＭＥＦサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：英国財務省「THE GREEN BOOK Appraisal and Evaluation in Central Government」2003 年 

 

４）評価の体制・主体 

ＤＣＳＦへのヒアリングによれば、各種施策・事業の評価は、ＤＣＳＦ内部で実施され

る場合もあれば、外部専門家や外部調査機関に委託して実施する場合もある。また特定の

事業に対して費用を拠出している審議会などが、直接的に評価に加わることもある。 

計画で掲げられている施策や事業を対象に評価した結果の集約は、ＤＣＳＦが実施し、

約 3～6ヶ月程度の時間を要するとのことであった。一方、ＰＳＡの進捗・達成状況に関す

る評価はＤＣＳＦ内部で行なわれている。 

 

 

 

（理論付け） 

（目標設定） 

（事前評価） 

（実施） 

（進捗管理） 

（（事後）評価） 

（フィードバック） 



 13

５）評価の視点と方法 

ＤＣＳＦに限らず、すべての省庁で実施される事業は、図表 2.2.1-6 で示されている事

前評価の「appraisal」において、費用便益分析などの経済性、効率性を視点とした分析を

実施することが推奨されている。また事前評価の「appraisal」と事後評価の「evaluation」

のどちらにおいても、以下の視点を考慮に入れながら評価に取組むこととしている。 

 

図表 2.2.1-7 事前・事後評価を行なう際に考慮すべきポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：英国財務省「THE GREEN BOOK Appraisal and Evaluation in Central Government」2003 年 

 

□ 組織に与える影響はどの程度

か。 

□ 経済性からの根拠はあるか。 

□ 財源制約からの実現可能性は

どうか。 

□ 達成度はどの程度か。 

□ 商業ベースで収益性が確保

されているか。 

□ 規制面での影響はあるか。 

□ 立法面への影響はあるか。 

□ 情報の管理統制はされている

か。 

□ 環境への影響はあるか。 

□ 地方に関連するか。 

□ 誰、どのグループに影響を与

えるか。 

□ 健康への影響はあるか。 

□ 仕事場での健康、安全面に影

響があるか。 

□ 消費者視点でサービスや物の

費用・質を評価しているか。 

□ 地域の視点を取り入れている

か。 

□ EU 諸国の状況および比較を行

なっているか。 

□ デザインの質は保たれている

か。 
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ＤＣＳＦのヒアリングでは、近年、経済性の観点からの評価が中心になっており、事業

から得られる成果（アウトカム）の有効性やそのコスト効率性などが評価されることが多

くなっている。 

一方、ＰＳＡに関しては、設定した指標の数値目標に対して、どれだけ達成されている

かを評価の判断材料としている。 

 

６）評価に必要なデータの収集方法 

 ＤＣＳＦでのヒアリングでは、評価に必要な情報は、すでに存在している統計データ等

を利用する。評価のために新たにデータ収集を行なうことはしていない。 

 

（４）評価結果の活用・公表方法 

１）評価結果の活用状況 

 各種施策・事業の評価結果が、「教育 5ヵ年計画」自体の見直しに反映されることはない。

2006 年に公表された「5ヵ年計画－発展の維持」も「教育 5ヵ年計画」の進捗状況を公表

するという目的のもとに策定されている。もちろん「教育 5ヵ年計画」で実施された施策

や事業の評価結果は、次期計画へのインプットとして反映されている。 

一方、2007 年 12 月に策定された「子どものための計画」は、目標年次が 2020 年と長い

ことから、見直し、改善等が行なわれる可能性があると考えられる。ただし政権政党が代

わった場合などは、新たな計画が策定される可能性が高い。 

 予算への反映については、ＰＳＡでの目標の合意内容やその目標に対する数値目標の達

成度が今後 3年間の予算配分の参考として利用されている。 

 

２）住民への公表の実施状況・方法・対象範囲 

 各種施策・事業の評価結果は、ＤＣＳＦのＷＥＢサイトを通じて公表されている。また

ＰＳＡの進捗状況を報告する「秋季業績報告書（Autumn Performance Report）」もＷＥＢ

サイトに掲載されており（ＰＳＡそのものは、財務省のＷＥＢサイトに掲載）、国民は必要

な情報をすぐに入手することが可能となっている。 

  

３）評価結果に対する住民からの意見への対応状況 

 ＤＣＳＦでのヒアリングにおいて、評価結果については、国民をはじめ、ジャーナリス

トなどからも指摘を受けるとのことであった。指摘に対しては、例えばデータが何を示し

ているのかといった正当性や、評価プロセスの透明性などを示すことで理解してもらうよ

うに試みているとのことであった。 

 また事前評価の段階でも、評価結果を説明する機会（ヒアリング等）を設け、できるだ

け国民の意見を聞くように努力している。 
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（５）教育基本計画の評価及び結果の活用・公表における課題 

１）計画の評価における課題 

ＤＣＳＦでのヒアリングでは、政権政党の交代が一番大きいとのことであった。計画そ

のものも変化するとともに、評価の考え方も大きく変わる可能性が高く、一から組み立て

なおす必要も出てくるとのことであった。 

また教育分野の政策、施策の効果の発現について、多くの場合、効果の発現に長期間を

要するが、その場合はロジックモデルを構築し、その中で中間成果を設定するなどして成

果を捉えるようにしている。ロジックモデルの構築はＤＣＳＦ内部の研究者が行なってい

る。 

 

２）結果の活用・公表における課題 

 ＤＣＳＦでのヒアリングによると、各種報告書の公表、子ども、親、教師などといった

教育関係者へのヒアリングやタウンミーティングのような情報提供の機会を通じて、計画

そのもの、計画された施策や事業の評価結果を容易に理解してもらえるように努力してい

るとのことであった。理解が困難な概念等も含まれる場合もあるが、その場合でも受けた

指摘に対して十分な説明を行なうことで対応している。 

 

（６）収集した参考資料 

 収集した参考資料は以下のとおり。 

・ DCSF(2007), Children and Young People Today – Evidence to support the 
development of the Children’s plan 

・ HM Treasury(2007), PSA Delivery Agreement 10: Raise the educational 

achievement of all children and young people 

・ HM Treasury(2007), PSA Delivery Agreement 11: Narrow the gap in educational 

achievement between children from low income and disadvantaged backgrounds 

and their peers 

・ HM Treasury(2003), THE GREEN BOOK Appraisal and Evaluation in Central 

Government 

・ National Foundation for Educational Research, nfer information 

・ National Foundation for Educational Research(2007), VISION versus 

PRAGMATISM: Citizenship in the Secondary School Curriculum in England 
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2.2.2 フィンランド 

 

（１）特徴と得られた示唆 

１）フィンランドにおける教育分野の計画の評価手法等の特徴 

 基本計画として位置づけられている「教育・研究計画 2003-2008」についての総括的な

評価は行なわれていないが、各施策・事業レベルでの評価が行なわれており、実施主体は

国家教育委員会（The Finnish National Board of Education、以下「ＦＮＢＥ」）、教育評

価審議会（The Educational Evaluation Council、以下「ＥＥＣ」）、フィンランド高等教

育評価審議会（The Finnish Higher Educational Evaluation Council、以下「ＦＩＮＨＥ

ＥＣ」）、フィンランドアカデミーなどの教育関係機関を中心に進められている。 

各機関による評価は、分野別、教育段階別（初中等教育、高等教育、生涯教育など）の

評価が行なわれており、教育全般をカバーする評価が行なわれている。基本計画自体は段

階別に構成されているので、各施策・事業の評価結果を教育段階別に分析し、その分析結

果を次期基本計画の政策、施策として反映されていると推測される。 

 

２）日本における教育振興基本計画の評価手法等の検討に対して得られた示唆 

 統計データ提供システムが充実しているおり、大学・高等専門学校2 を対象としたＫＯ

ＴＡ3、ＡＭＫＯＴＡ4、Statistics Finland5 が提供している各種データベース（教育分野

以外も含む）があり、それらを活用してデータを収集することが可能となっており、各種

評価のために改めてデータ収集を行なうことはない。 

 

（２）教育分野の基本計画（以下「教育基本計画」）の概要 

１）総合計画等との関係 

 国としての総合計画は存在しないものの、2007 年 3 月に成立した第二次マッティ・バン

ハネン内閣の施政方針が、それに代わるものとして位置づけられている。施政方針は、外

交、経済、福祉といったすべての分野について方針が総論的に述べられており、教育につ

いても科学技術政策、文化政策と同列に述べられている。ＦＩＮＨＥＥＣでのヒアリング

によると、2008 年 2月に策定が予定されている「教育・研究計画 2007-2012」は、上記施

政方針との整合を意識して策定されている。 

 

２）計画の体系 

 「教育・研究計画 2003-2008」以外にも、教育省が各種の計画を策定しているが、それ

                             
2 欧州内では「大学」として扱われており、英語名称として近年は「University of Applied Science」という表記を使っていることもあ

り、最近は、「専門大学」という訳が定訳になりつつある。 
3 KOTA とは教育省により運営されている大学および教育分野全般の統計データベースの通称である

（http://www.csc.fi/kota/kota.html を参照）。フィンランド語で高等教育に関するデータベースを「Korkeakoulujen tietokanta」

と表記し、それ略して「KOTA」としている。 
4 フィンランド語で高等専門学校を「ammattikorkeakoulu」と表記し、それを略して「AMK」としている。AMK にも上記と同種のデ

ータベースが構築され、「AMKOTA」と呼ばれている（http://amkota2.csc.fi:8080 を参照）。 
5 「Statistics Finland」とは、教育分野に限らず、フィンランドにおける全分野の統計データを扱う政府機関であり、Web を通じて

データを提供している（http://www.stat.fi/index_en.html を参照）。 
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らとの関係性は不明確である。 

 例えば、「教育・研究計画 2003-2008」で掲げられている政策の一つである「教育の機会

均等」の場合、「教育・研究計画 2003-2008」以外の計画として、以下のものがある。これ

ら各種計画に「教育の機会均等」に関する記述があり、それぞれの計画において実行して

いくことが述べられているが、それぞれの関連性、また教育基本計画である「教育・研究

計画 2003-2008」との関連性については言及されていない。 

 

【教育の機会均等】に関して記述のある計画等 

・ Education, Training and Research in the Information Society. A National 

strategy for 2000-2004（情報社会における教育・訓練・研究の国家戦略） 

・ Art and Artist Policy Programme, 2002（芸術・芸術家に関する政策プログラム） 

・ Library Strategy 2010（図書館戦略） 

・ Ministry of Education regional strategy 2003-2013, Regional development of 

higher education（教育省・地域戦略） 

・ Cultural Information Society 2010, -Strategy and Programme（2010 年の文化情

報社会に向けて戦略とプログラム） 

・ Ministry of Education immigrant policy（教育省・移民政策） 

・ Museum 2000 – Museum Policy Programme（博物館・美術館の政策プログラム） 

・ Architectural heritage strategy, 2002（建築遺産戦略） 

 

３）対象分野 

 対象となる分野は以下のとおり。 

・ 就学前教育 

・ 初中等教育（小学校・中学校教育の基礎教育） 

・ 後期中等教育（高等学校教育および職業教育・訓練） 

・ 高等教育（大学および高等専門学校教育） 

・ 生涯学習（一般を対象とした職業教育・訓練など） 

・ 研究・開発 

 文化やスポーツ、家庭教育などは「教育・研究計画 2003-2008」に含まれていないが、

2007 年に教育省が策定した「The future is in educational and culture」では、文化、

スポーツ、若年者教育についても触れられている。 
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図表 2.2.2-1 フィンランドの教育システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：フィンランド教育省「Education and Science in Finland」2006 年 

 

４）計画策定のプロセス、策定の体制・主体 

 教育省を中心に検討、策定を進めるが、その過程においてＥＥＣ、ＦＩＮＨＥＥＣ、Ｆ

ＮＢＥなどの教育関係機関に対して、案レベルの計画を示し、そこでのフィードバックを

反映する。ＦＮＢＥでのヒアリングによると、このプロセス等を経て策定に要する時間は

5ヶ月程度とのことであった。 

 「諸外国の教育施策に関する文献調査（日本総合研究所）」によれば、最終的に「教育省

が策定した計画は議会によって制定される」とされている。 

 

（博士号） 

 

（修士号） 

 

（学士号） 

 

（高等専門学校 

の修士号） 

（高等専門学校 

の学士号） 

（初等中等教育） 

（就学前教育） 

 

（高等学校教育対象者へ

の大学入学資格試験） 
（職業訓練資格） 

 

（就職後の専門資格） 

 

（就職後の職業訓練資格） 
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図表 2.2.2-2 フィンランドの教育関係機関の相関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：フィンランド教育省「Education and Science in Finland」2006 年 

 

５）策定・見直しの時期、計画対象年次 

 1998 年 12 月に制定された「教育および大学研究に関する計画法」によれば、4年ごとに

策定の翌年から 5 年間についての計画を定めることとされている。「教育・研究計画

2003-2008」は 2003 年 12 月に策定されたが、「教育・研究計画 2007-2012」は 2008 年 2 月

に策定予定とされており、若干、遅れが生じている。 

 

６）計画の範囲（政策、施策、事業） 

 現在進行中である「教育・研究計画 2003-2008」は、以下のように構成されている。 

①序章 

②社会環境の変化 

③教育・研究における方針 

④各教育段階別の教育システムにおける方針 

⑤研究システムにおける方針 

 このうち、③～⑤について総論、各論が入り混じる形で記載がなされており、各論部分

については、原則施策レベルの記述がなされている。 

章ごとに、政策を表題としているのか、教育段階を表題としているのか、といった記述

ルールが異なるが、最小レベルの記述では、「施策」が対象となっており、「事業」レベル

での記載はされていない。 

 

（大統領） 

 

（大統領） 

 
（議会） 

 

（議会） 

 

（政府） 

 

（政府） 

 

（教育省） 

 

（教育省） 

 

（教育評価審議会） 

 

（国家教育委員会） 

 

（人的資源の国際移

動に関するセンター）

（大学入学資格試験委員会）

 

（地方政府や学校）

 

（私学） 

（国家教育関連機関） 

（他省庁） 

（地方の国 

の出先機関）

（高等教育評価 

審議会） 

（人的資源の国際移

動に関するセンター）

（国家教育委員会） 

 

（大学） 

 

（フィンランドアカデミー）

 

（研究機関） 

 

（高等専門学校） 

 

（科学技術政策審議会） 

 

（他省庁） 

（研究機関） 

 

（初等中等教育 

システム） 

 

（高等教育 

システム） 
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７）指標・目標の設定状況と設定プロセス／根拠 

 「諸外国の教育施策に関する文献調査（日本総合研究所）」によれば、計画に掲載されて

いる数値目標は以下のとおりである。 

 

図表 2.2.2-3 2008 年における教育段階別入学者数の目標人数（人） 

教育段階 

（教育段階） 

2008 年 2002 年 増加率 

2002-08 若年者 成人 計 計 

後期中等普通教育 

（高等学校教育） 
36,000 20,000 56,000 54,000 3.7% 

職業訓練 

（職業教育・訓練） 
45,700 67,500 113,200 104,600 8.2% 

ポリテクニック 

（高等専門学校教育） 
25,900 33,000 58,900 45,200 30.3% 

大学 

（大学） 
18,900 103,000 121,900 109,600 11.2% 

成人教育 

（生涯学習） 
- 24,000 24,000 20,500 17.1% 

その他専門教育・訓練 

 
90,500 24,500 115,000 117,000 -1.7% 

※教育段階の括弧書きは、本報告書での名称を記載している。 

出典：日本総合研究所「諸外国の教育施策に関する文献調査」2006 年 

原出典：フィンランド教育省「Education and Science in Finland」2006 年 

 

図表 2.2.2-4 2008 年の高等教育機関における分野別入学者数の目標人数（人） 

分野 初期職業訓練 ポリテクニック 大学 計 

自然資源 2,800 1,000 3,400 7,200 

技術・運輸 20,700 8,400 3,800 32,900 

ビジネス 5,800 6,900 4,800 17,500 

観光・家庭科 5,900 1,400 - 7,300 

健康・社会サービス 7,600 5,800 1,700 15,100 

文化 2,200 1,800 500 4,500 

人文・教育 700 500 4,800 6,000 

安全・セキュリティ - 50 - 50 

合計 45,700 25,850 19,000 90,550 

出典：日本総合研究所「諸外国の教育施策に関する文献調査」2006 年 

原出典：フィンランド教育省「Education and Science in Finland」2006 年 
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図表 2.2.2-5 2008 年の資格所得者の目標数（人） 

資格 本報告書での名称 人数 

入学資格者 大学入学資格取得者 37,000 

職業訓練の資格 職業訓練資格取得者 37,000 

更なる職業訓練の資格 就職後の職業訓練資格取得者 22,000 

専門家の資格 就職後の専門資格取得者 8,000 

ポリテクニックの学位 高等専門学校の学士号 26,000 

ポリテクニックの大卒後学位 高等専門学校の修士号 2,000 

ＢＡ 大学の学士号 8,000 

ＭＡ 大学の修士号 15,000 

博士号 大学の博士号 1,600 

出典：日本総合研究所「諸外国の教育施策に関する文献調査」2006 年 

原出典：フィンランド教育省「Education and Science in Finland」2006 年 

 

入学目標数や資格取得者数以外で 2008 年（一部を除く）を目標として設定されている数

値目標としては、「③教育・研究における方針」における政策レベル別に以下のとおりとな

っている。 

 【教育の機会均等】 

・ 2015 年までに 25～29 歳階級おいて、中等教育卒業資格を保有する割合を 85％か

ら 90％に引き上げる。また 30～34 歳階級において高等教育卒業資格を保有する割

合を 40％から 50％に引き上げる。 

・ 高等専門学校入学者の 25％、大学入学者の 2～3％を、初中等教育→職業教育・訓

練のルートを経た学生とする。 

・ 初中等教育卒業者の 96％が、後期中等教育（高等学校教育および職業教育・訓練

等）を継続する。 

 【教職員の訓練等】 

・ 2003年～2008年において、教職員を希望する大学等入学者数を25,400人とする。 

  

また「④各教育段階別の教育システムにおける方針」での教育段階別に 2008 年（一部を

除く）を目標として設定されている数値目標は以下のとおりである。 

 【後期中等教育】 

・ 2004 年～2006 年において、ＯＪＴに関連した教員研修を 6,000 人が受けることと

し、2007 年～2008 年は毎年、1,000 人が教員研修を受講する。 

 【高等教育】 

・ 2010 年までに高等専門学校および大学で学ぶ学生のうち、単位を海外で取得する

学生数をそれぞれ毎年 8,000 人、6,000 人とするとともに、同数程度の留学生を受

け入れる。 

・ 高等専門学校および大学での留学生数を 12,000 人まで増加させる。 

・ 修士課程学生の 75％が、通常の修士課程期間で修士号を取得する。 

・ 大学入学者の 55％が同年に大学入学資格を取得した学生とする。 
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・ 博士課程入学者を 1,600 人とする。 

 

上記を整理すると、入学者数や取得者数といった「人数」またはその「割合」を数値の

単位とする目標が立てられている。逆に言えば、その単位で測ることができない施策につ

いては数値目標を設定していないことが理解できる。 

 

８）他組織の計画への反映状況 

 教育省、ＦＮＢＥおよび地方政府の教育担当部局は計画の進行にあたり、連携して進め

ることとされているが、地方分権が進んでいるフィンランドにおいては、地方の政策は地

方で取り決めることが多く、教育についても例外ではない。したがって地方政府の教育担

当部局が「教育・研究計画 2003-2008」を意識はしているものの、その程度は不明であり、

本計画との整合性を取りながら地方の政策を進めているかは明らかにされていない。 

 一方、大学や高等専門学校といった高等教育機関と政府の間では、財源配分のためのパ

フォーマンス協定（業績指標をもとに予算配分）が設定されており、その指標の一部に本

計画で掲げられている数値目標も含まれているため、本計画との整合性が図られていると

いうことができる。 

 

（３）教育基本計画の評価方法等 

１）評価の体系 

 ＦＮＢＥでのヒアリングによれば、「教育・研究計画 2003-2008」そのものの評価は行な

っていないとのことであった。実際、フィンランドで行なわれている教育に関する評価は、

個別施策・事業に対する評価が中心であり、その結果等を勘案して次期の「教育・研究計

画」に反映している。 

 また先に述べたとおり大学や高等専門学校は政府との間で結んでいるパフォーマンス協

定のために自主的な評価を行なっている。評価は改善のための位置づけとされているが、

評価結果は政府に報告されるとともに、予算全体の中での割合は非常に小さいものの、そ

の結果が予算獲得にも反映されている。 

 政府として各省庁が横並びで実施する評価として、財務省による「業績による管理」の

導入が進められている。2006 年 2 月に財務省が策定した「Handbook on Performance 

Management」によると、中央、地方を問わず公共機関を対象に、各機関は実施する施策や

事業に対してコスト効率性等の説明が求められる。結果として次年度以降の予算への反映

が前提であることから、実質的には各機関による評価が実施されていると言うことができ

る。 

 ここでの評価の基準は、大きく以下の２つとなる。 

・ 施策の有効性（Policy Effectiveness） 

・ 活動の達成度（Operational Performance） 
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図表 2.2.2-6 「業績による管理」の基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：フィンランド財務省「Handbook on Performance Management」2006 年 2 月 

 

 

 教育省の場合、大学との間で交わされる「パフォーマンス協定」がそれにあたる。熊本

大学 大学教育機能開発総合研究センター 渡邊あや准教授によると、「大学と教育省の間で

結ばれる 3年間のパフォーマンス協定に規定された運営目標とそれに対する成果に基づい

て予算が決定されるというこの原則は規制緩和と自己管理の文脈において説明責任を果た

すことを求めるもの。」としている。 

 一方、各種施策・事業の評価は、評価実施機関であるＦＮＢＥ、ＥＥＣ、ＦＩＮＨＥＥ

Ｃ等が実施している。 

 「北欧における教育分野の評価（渡邊あや）」によるとＦＮＢＥは「教育の専門機関とし

て、初等・中等教育を中心として教育の開発・支援活動や評価活動を行なっている。ここ

で行なわれている評価はフィンランドの教育政策において最も大きな課題である「教育機

会の均等」が保障されているか、すなわち、フィンランドにおいて子どもの教育機会と学

習成果が、居住地、性別、言語、民族、家庭環境など、社会的・経済的要因による影響を

受けていないか、ということについて検証を行なうことに置かれている。その評価結果は、

「機会均等」を実現するツールとなるカリキュラム・フレームワークや教育制度の開発・

改善のみに用いられる。」とされている。 

 またＥＥＣやＦＩＮＨＥＥＣによる評価は、個別の分野（例えば理数系）や各教育段階

（例えば、初等教育や高等教育など）における施策や事業を対象にした評価を実施してお

り、毎年各種の評価報告書が出されている。またＥＥＣやＦＩＮＨＥＥＣは「教育・研究

計画」の改訂直後にアクションプランを策定しており、その中で評価の方針、体制、今後

4年間での評価対象の施策・事業等を決定している。 

（施策の有効性） 

（人的資源の管理、開発） 

（活動の効率性） （活動内容と質の管理） 

（説明責任） 

（業績管理） 

（活動の達成目標） 

（成果目標） （施策の有効性） 

（活動、財源の影響度） 

（活動の結果） （-経済性） 

（-生産性） 

（-収益性） 

（-コスト等価性） 

 

（-物・サービス） 

（-サービスの容量、質）
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２）評価の対象（政策、施策、事業） 

 個別の分野（例えば理数系）や各教育段階（例えば、初等教育や高等教育など）におけ

る施策や事業を対象にした評価が実施されている。 

 

３）評価の実施頻度・時期と根拠 

ＦＮＢＥ、ＥＥＣやＦＩＮＨＥＥＣ等による評価は毎年、実施されている。ＦＩＮＨＥ

ＥＣでのヒアリングによれば、ＦＩＮＨＥＥＣは、 

・ 2010 年までにすべての大学・高等専門学校の視察・評価を実施 

・ 個別の分野や各教育段階を対象とした施策・事業評価を実施 

・ ＣＯＥ（Center of Excellence）に重点を置いた評価を実施（優良な高等教育機

関には教育省から追加資金を助成） など 

を行なうとしている。 

 また教育省と大学・高等専門学校、教育省とＦＮＢＥ、ＥＥＣ、ＦＩＮＨＥＥＣ等との

間で交わされている業績目標に対する評価は毎年実施されている。 

 

４）評価の体制・主体 

各種施策・事業の評価結果は、報告書の形式で公表されている。ＦＮＢＥは国家機関で

あることから外部評価にはあたらないが、ＥＥＣやＦＩＮＨＥＥＣは大学教授等の外部有

識者で構成される審議会であり、外部評価の位置づけにあたる。 

各機関が実施した評価結果の最終確定は、各機関内部で行なわれている。 

 

５）評価の視点と方法 

各種施策・事業の内容により、採用している評価の視点は異なる。ＦＮＢＥでのヒアリ

ングによると、近年フィンランドでは「国民の生産性（Productivity）の向上」につなが

る政策が重要視される傾向があり、その視点での評価が行なわれることが多いとのことで

あった。 

また各種施策・事業の内容により、評価の方法も異なる。ＦＩＮＨＥＥＣが実施してい

る各評価では、大学・高等専門学校の視察・評価の場合、実際の視察での定性的評価に加

え、ＫＯＴＡやＡＭＫＯＴＡと呼ばれる各大学・各高等専門学校から提供されているデー

タを一括提供しているデータベース等を活用しながら、評価が実施されている。 

 

６）評価に必要なデータの収集方法 

 フィンランドの場合、非常に統計データ提供システムが充実している。先に紹介した大

学・高等専門学校を対象としたＫＯＴＡ、ＡＭＫＯＴＡ、Statistics Finland が提供して

いる各種データベース（教育分野以外も含む）があり、それらを活用してデータを収集す

ることが可能となっている。 
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（４）評価結果の活用・公表方法 

１）評価結果の活用状況 

 各種施策・事業の評価結果は、4 年ごとに改訂される「教育・研究計画」の策定に反映

されるが、評価結果により対象期間中に計画の見直しが行なわれることはない。 

 また予算への反映については、教育省と大学・高等専門学校、教育省とＦＮＢＥ、ＥＥ

Ｃ、ＦＩＮＨＥＥＣ等との間で交わされている業績目標に対する評価により、予算の配分

は変わるとされている。 

 一方、地方自治体への予算配分については、原則、生徒数により配分が決められており、

評価結果が予算と連動することはない。なお、国から地方自治体へ配分された予算は、各

自治体の裁量により使用用途を決定することができる。 

 

２）住民への公表の実施状況・方法・対象範囲 

 各種施策・事業の評価結果は、その報告書が各機関のＷＥＢサイトを通じて公表されて

いる。 

 また「北欧における教育分野の評価（渡邊あや）」によれば、ＦＮＢＥが実施している「全

国テストの結果など学習成果（アウトカム）が分析の対象とされているものの、その結果

が、子どもたちに個別に知らされることはない。」としている。 

 

３）評価結果に対する住民からの意見への対応状況 

 ＦＮＢＥへのヒアリングによれば、「各種報告書や全国テストの結果についての公表に関

して、国民からの意見は受けていない。国民は政府が定める教育システム、また学校や先

生を信頼しており、現時点においては結果に対する説明責任を強く求められることはな

い。」とのことであった。 

 

（５）教育基本計画の評価及び結果の活用・公表における課題 

１）計画の評価における課題 

熊本大学 渡邊准教授へのヒアリングによると、「他国と同様にフィンランドでも教育の

場合、効果が出るのが遅いという面があり、結果、活動評価になることが多い。また分権

化の流れの中で、小国であるフィンランドにおいては、国の政策評価が自治体の実践を縛

ることにもなりかねない。」とのことであった。 

 

２）結果の活用・公表における課題 

 （４）３）で述べたとおり、結果の公表に関して国民からの不満は感じられていない。

また予算との連動については、基礎教育部分については生徒数に応じた配分がなされてい

るため大きな変動はないと推測されるが、財務省による「業績による管理」の導入がより

進めば、施策・事業、また大学等の機関に対する予算配分も評価結果によって大きく左右

されていくことが予想される。 
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（６）その他 

ＦＩＮＨＥＥＣでのヒアリングにおいて、2009 年に大学関連法が議会承認される可能性

があり、より大学の独立性が認められるようになることで外部からの資金調達がしやすく

なるとともに、より業績での管理（予算配分）が徹底される可能性があるとのことであっ

た。特に大学等の高等教育機関と教育省の間では「パフォーマンス協定」が交わされ、計

画の遂行に対する責任、行動が評価結果として予算に直接的に反映される方向により進む

のではないかと考えられる。その結果、近い将来、大学や高等専門学校の統廃合の可能性

があると言われている。 

 

（７）収集した参考資料 

 収集した参考資料は以下のとおり。 

・ Ministry of Education(2004), Education and Research 2003-2008 

・ Ministry of Education(2007), Education Culture 2006 

・ Ministry of Education(2007), The future is in education and culture 

・ Ministry of Education(2007), Universities 2006 Annual Report 

・ Ministry of Education(2006), Education and Science in Finland 

・ OECD(2006),Thematic Review of Tertiary Education Finland Country Note 

・ Ministry of Education(2005), OECD thematic review of tertiary education 

・ Ossi Tumoi, FINHEEC: operational principle, evaluations and future 

challenges 

・ Sirpa Moitus(2007), Quality Assurance of Finnish Higher Education 

・ FINNEEC(2004), Plan for Action 2004-2007 

・ FINHEEC(2006), Audits of Quality Assurance Systems of Finnish Higher 

Education Institutions, Audit Manual for 2005-2007 

・ FINHEEC(2004), Equal, but Different, An Evaluation of the Postgraduate 

Polytechnic Experiment in Finland 

・ FINHEEC(2006), PhD Training and the Knowledge-Based Society, An Evaluation 

of Doctoral Education in Finland 

・ FINHEEC(2006), Audit of the Quality Assurance System of Seinajoki 

Polytechinic 

・ Science and Technology Policy Council of Finland(2006), SCIENCE, TECHNOLOGY 

INNOVATION 

・ Finnish National Board of Education(2005), Education in Finland 

・ Finnish National Board of Education, National evaluation of educational 

outcomes in Finnish comprehensive education 

・ Finnish National Board of Education, The Education System of Finland 

・ Finnish National Board of Education(1999), A Framework for Evaluating 

Educational Outcomes in Finland 

・ Mari Rakkolainen and Kathryn Ecclestone(2005), The implications of using 

skills tests as basis for a national evaluation system in Finland 

・ Finnish National Board of Education(2006), National Evaluation Data Based 

on Vocational Skills Demonstrations 

・ Tanja Kirjavainen(2007), Efficiency of Finnish Upper Secondary Schools: An 

Application of Stochastic Frontier Analysis with Panel Data 

・ Pekka Arinen and Tommi Karjalainen(2007), PISA06 

・ Finnish National Board of Education, Sources of Information on Finnish 

Education System 
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2.2.3 フランス 

 

（１）特徴と得られた示唆 

１）フランスにおける教育分野の計画の評価手法等の特徴 

 国における教育分野の基本計画（学校の未来のための基本計画法および付属報告書）が

明確に位置づけられている。基本計画の実施計画に該当する年次成果計画（Projet Annuel 

de Performance：PAP）が毎年策定され、それを毎年評価する（年次成果報告（RAP））こと

によって、実質的に基本計画の評価を行っている。 

 基本計画に示された数値目標は７つのみであるが、年次成果計画では、全てのプログラ

ムに対して定性的な目標と数値目標が示され、数値目標の達成度に基づいて評価を行って

いる。その際、サービスの質、費用対効果、社会経済的な効果の３つの観点からの評価が

行われている。 

評価主体は担当部局であるが、計画聴取省間委員会（CIAP）による目標・指標やプログ

ラム内容の妥当性の評価、評価予想成果局（DEPP）や国立統計経済研究所（INSEE）等によ

る目標・指標データの提供、財務省との協議など、外部の専門組織と連携しながら進めら

れている。 

 原則として、評価結果によって定性的な目標が変更されることは少ないが、翌年度以降

の年次成果計画における実施方法や予算、数値目標の見直しに直接活用されている。開始

間もないこともあって、数値目標や指標の妥当性についても毎年検証・見直しを行ってい

る。 

 

２）日本における教育振興基本計画の評価手法等の検討に対して得られた示唆 

教育分野の基本計画では、数少ない数値目標を予算的な裏づけなく設定した上で、毎年

の予算計画（実施計画）において詳細な数値目標を予算的な裏づけとともに設定し、評価

する方法が妥当であること、及び、実施計画の数値目標については毎年妥当性を検証し、

柔軟に変更しながら運用することの有用性が知見として得られた。また、教育成果を測る

指標の設定が難しい場合には、代替指標やロジックツリーに基づく中間成果指標を設定す

る方法についても示唆として得られた。さらに、数値目標の設定や達成度確認におけるデ

ータ収集システム及び専門組織による助言体制についても、日本での検討に参考となる。 

 

（２）教育分野の基本計画の概要 

１）計画の体系 

「学校の未来のための基本計画法および付属報告書（以下「教育基本計画」）」がフラン

スにおける教育分野の基本計画となっている。教育基本計画は当初、「学校の未来のための

方針･計画法」（以下、「学校未来計画法」とする）の一部として国の新たな教育方針を示す

ものであった。その後、同法の一部ではなく、独立したものとなったが、学校未来計画法

を適用する際に参照される文書として規定された。学校未来計画法の前文で、同法は、1975
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年と 1989 年に政府が行った教育改革に匹敵する「21 世紀の国民教育の新しい方向づけ」

であると位置づけられている。今回の教育改革が図られた背景には、同国の公共教育の成

果が他の先進国と比較して劣り、21 世紀の経済･社会が必要とする教育水準に達していな

いという反省がある。また、教育法の改正だけに改革を限定しないためにも、教育基本計

画において政府の教育政策を包括的に述べている。全ての児童･生徒が習得すべき「共通基

礎知識･能力」6の定義を定め、更に 2010 年までに達成すべき具体的な数値目標を掲げて、

管理された評価システムによってその進展状況を測ることが不可欠であることが明記され

ている。7 

また、この基本計画の実施計画に該当する教育分野の年次成果計画（PAP）が毎年策定さ

れており、同計画に、より具体的な政策・施策や数値目標が示されている。ヒアリングに

よると、基本計画の直接的な評価は行われていないものの、実施計画である PAP を毎年評

価する（年次成果報告（RAP））ことによって、実質的に基本計画の評価が行われている。 

 

２）対象分野 

 教育基本計画及び教育分野の PAP が対象としている分野は以下のとおりである。 

・就学前教育（幼稚園） 

・初等中等教育（私立学校を含む） 

・高等教育 

・生涯学習 

 

３）策定の時期、プロセス、体制・主体 

「諸外国の教育施策に関する文献調査（日本総合研究所）」によると、フランスでは、2003

年 9 月に「学校の未来に対する全国委員会」が設置され、国民的な議論を経て、2005 年 3

月に「学校の未来のための基本・計画法」が制定され、その付属報告書として教育基本計

画が策定された。 

一方、教育分野の PAP については、毎年策定されている。教育分野の PAP の目標と指標

は、教育省と高等教育･研究省（或いは、該当する他の省）のプログラム責任者が成果予想

･評価局（Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance：DEPP）

の協力を得て設定する。プログラム責任者は、学校教育ミッションの、①初等教育、②中

等教育、③学校生活の 3 つのプログラムについては、教育省学校教育総局（Direction 

générale de l’enseignement scolaire：DGESCO）であり、④私立学校プログラムについ

ては、教育省財務局（Direction des affaires financières）、⑤教育施策支援プログラム

については、教育省事務局行政･近代化部（Service de l’action administrative et de 

modernisation : SAAM）、⑥農業技術プログラムについては、農業省教育･研究局（Direction 

générale de l’enseignement et de la recherche）である。また、研究･高等教育ミッシ

                             
6 「共通基礎知識･能力」とは、全児童･生徒が習得すべき基礎知識･能力で、フランス語、外国語、数学･科学、情報処理、人

道主義文化、市民性、自律（自主性）の 7 つの分野を網羅する。高等教育評議会の答申を受けて、2006 年７月 11 日の政令

によって規定された。 
7 教育基本計画より 
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ョンの①高等教育･大学研究、②学生生活の 2つのプログラムの責任者は、高等教育･研究

省高等教育総局（Direction générale de l’enseignement supérieur：DGES）である。 

PAP 策定の過程で、予算･国家会計･公務員省（以下、「予算省」とする）予算局と各プロ

グラム責任者の間で成果会議（conférence de performance）が開かれる。同会議では、プ

ログラム責任者が提案する目標や指標について協議した後に、最終的に目標･指標が決定さ

れる。 

 

４）計画の範囲 

2001 年の予算組織法（Loi Organique Relative aux Lois de Finances：LOLF）によっ

て、年次国家予算の体系が根本的に改められた。「年次予算は、それ以前の支出の種類によ

る分類（経費、投資、特別会計等）ではなく、ミッションと呼ばれる国家政策（安全保障、

文化、健康、司法等）ごとに定める。このようにして国会と国民は、国の各政策を実行す

るために配分された費用の全体を評価できる」8。国会は、ミッションごとに予算案を審議

･可決することとなった。年次成果計画（PAP）は、年次予算法案（Projet de Loi de Finances

：PLF）に付属されるミッションごとの文書であり、政策と予算構成を示すものである。ま

た、ミッションは 1つの省だけではなく、複数の省が係わる場合もある。教育分野では、

国民教育省が担当する「学校教育ミッション」（一部、農水省が担当）と、研究･高等教育

省のほか、複数の省が係わる「研究および高等教育ミッション」の 2つがある。 

各ミッションには、政策分野ごとにプログラムが設けられており、プログラムごとに予

算が配分されている。2008 年度の学校教育ミッションには、プログラムとして、①初等教

育、②中等教育、③学校生活、④私立学校、⑤教育施策支援、⑥農業技術の 6つが設けら

れ、研究･高等教育ミッションには、①高等教育･大学研究、②学生生活等、12 のプログラ

ムが設けられている9。更に、各プログラムの下には、予算配分先である「アクション」が

設けられている（図表 2.2.3-1）。初等教育プログラムを例に取ると、①幼稚園、②小学校、

③特殊教育、④教員研修、⑤教員代替、⑥教育法、⑦各種人員の 7つのアクション（即ち、

予算配分先）が設けられている。また、プログラムには、政策戦略、各プログラムとアク

ションの概要、定性的目標（オブジェクティブ）とそれを数値的に評価するための指標（イ

ンディケータ）、プログラムの施策の予算配分、施策の主な実行者とその雇用、アクション

ごとの支出の説明等が明記されている。 

ミッション‐プログラム‐アクションは、予算が配分される分野とその配分の枠組みを

示すものであり、予算配分先に成果を求める LOLF の論理に基づいて体系化されている。 

 

                             
8 「LOLF ガイド 2007 年」より。 
9 この 2 つのプログラム以外は大学以外の研究機関に関するものであり、管轄も高等教育･研究省でないものが多いため、当報

告書では省略する。 
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図表 2.2.3-1 ミッション‐プログラム‐アクションの関係 

（学校教育ミッションの初等教育プログラムの例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：年次成果計画 

 

５）各プログラムの目標（定性的目標、数値目標）と設定根拠 

各プログラムには、年次計画によるプログラム戦略の説明、定性的目標、その達成度を

評価するための指標が記され、各定性的目標には、複数の指標が設定されている。 また、

各指標には、2005 年度と 2006 年度の達成値、 2007 年度 PAP の目標値、2007 年度予想値、

そして今後数年にわたる目標値（多くが 2010 年まで）が一覧表となって付属している（各

表にはその出典と調査対象の範囲、計算方法が補足情報として付記されている）。 

定性的目標に対する指標の具体例を次表に示す。次表は、「初等教育プログラム」の第 1

目標「小学校終了時に全児童が当然身につけるべき基礎知識を習得すること」の指標１「小

学校終了時にフランス語と算数の基礎知識を習得した児童の割合」の指標である。 
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図表 2.2.3-2 初等教育プログラムの第 1 目標、指標 1 の指標表 

 単位 2005 年 

達成値 

2006 年 

達成値 

2007 年 

2007 年度 PAP

予想値 

2007 年 

見直し予想

値 

2008 年 

予想値 

2010 年 

目標値 

フランス語 ％  85.2（±2.2）   87 90 

算数 ％  89.3（±1.6）   90 93 

出典：教育省評価予想成果局 

目標の対象範囲：フランス本土と海外県の公立学校 

注：この指標は、公立小学校 5年生（最終学年）の児童から代表的なサンプルを採り、標準化された評価

テストによって得られた。テストを受けた全児童に対して、定められたレベルに達した児童の割合

を示す。また、空欄があるのは、データがないためである。 

 

このように、各指標表には、過去の達成値、次年度（2008 年度）予想値、2010 年度まで

の目標値が示されており、一目で達成度が分かるようになっている。 

学校教育ミッションの、農業技術プログラムを除く 5つのプログラムについて設定され

た目標は、教育法典や政府の教育施策を根拠として決定されている。その目標とは、全児

童･生徒が市民生活を送るための基本的な知識･能力を身につけることである。現政府の教

育施策には、(1)全生徒が何らかの学業修了証を取得すること、(2)留年率を下げること、

等があるが、こうした教育の基本的方針や政府方針は、特に 教育法典改正法として 2005

年 4 月 23 日に施行された学校未来計画法とその付属報告書の中に明らかにされている10。

そして、PAP の目標の多くが、この学校未来計画法及び教育基本計画に基づいて設定され

ている。 

研究･高等教育ミッションの教育分野に関する 2つのプログラムについては、教育法典に

明記されている高等教育の使命や政府の教育政策に基づいて設定されている11。現政府の教

育政策には、教育基本計画に目標として示されている、(1) 同世代の若者の 50％が高等教

育学業修了証を取得すること、(2) 技術･職業教育を充実すること、等が含まれる。 

指標については、定性的目標の達成を測定するために適切かつ数値測定が可能と判断さ

れたものが設定されている。しかしながら、目標達成を測定するための適切な指標の設定

が困難な場合においても、数値目標の設定が義務づけられているために、適切でなくとも

何らかの数値的指標が掲げられている。例えば、「質の高い教員力をもつ」という目標は、

学校教育ミッションの初等教育、中等教育、私立学校の 3つのプログラムで掲げられてい

るが、同目標に対する指標として、「過去 5年間に視察を受けた教員の割合」、「教職員研修

において学習困難･障害問題の研修に当てられた時間の割合」、「病欠、産休教員の代替率」

といった指標が設定されている。これらの指標は、実際には、教員の質を問うものではな

いにも係わらず、数値的目標が掲げられている。このように、適切な指標がないものは、

数値測定が可能な指標を掲げて対応している12。 

数値目標の設定に関しては、教育基本計画で数値目標が明記されている項目に関しては

                             
10 「学校の未来のための方針･計画法」 
11 教育法典 L-123 条第 3 項に、「1．教育と生涯教育、2．科学･技術研究と研究成果の普及と向上、3．学生の就職指導、4．文

化と科学･技術情報の普及、5．欧州連合の高等教育と共同研究システム構築への参加、6．国際協力、の 6 つの点が高等教

育の使命として挙げられている。 
12バルニション氏へのヒアリングより。 
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その数字が設定されている。それ以外は、現在の数字（2005 年或いは 2006 年の数字）や

過去の進展具合を考慮して実現できるとプログラム責任者が判断した数字が設定されてい

る。以下に、この数値目標の具体例を示す。 

 

図表 2.2.3-3 高等教育プログラムの目標 1 指標 1：該当年齢層における高等教育修了証取得者の割合 

  単位 2005 年 

達成値 

2006 年 

達成値 

2007 年 

2007 年度 PAP 

予想値 

2007 年 

修正され

た予想値 

2008 年 

予想値 

2012 年 

目標値 

該当年齢層におけ

る高等教育修了証

取得者の割合 

% 42.5   44.7   45 50 

出典：2008 年度 PAP 

 

図表 2.2.3-4 に示す指標は、教育基本計画にある「該当年齢層における高等教育修了証

取得者を 50％にする」という目標をそのまま 2012 年の目標値としている。 

 

図表 2.2.3-4 中等教育プログラムの目標 1 指標 1：該当年齢層におけるバカロレアの取得率 

  単位 2005 年 

達成値 

2006 年 

達成値 

2007 年

2007 年度

PAP 予想値 

2007 年 

修正され

た予想値 

2008 年 

予想値 

2010 年 

目標値 

合計 % 62.1 64.2 63 63 64 65 

普通バカロレア % 33.4 34.6 - -  - - 

技術バカロレア % 17.2 17.2 - -  - - 

職業バカロレア % 11.5 12.3 - -  - - 

出典：2008 年度 PAP 

 

教育基本計画には 3つの大目標の 1つとして、「該当年齢層におけるバカロレアの取得率

を 80％にする」と掲げられているが、2005 年と 2006 年の達成値から判断して、2010 年の

目標は実現可能な 65％に留めている。 

 

図表 2.2.3-5 初等教育プログラムの目標 1 指標 5：ドイツ語を学ぶ児童の割合 

  単位 2005 年 

達成値 

2006 年 

達成値 

2007 年

2007 年度

PAP 予想値 

2007 年 

修正され

た予想値 

2008 年 

予想値 

2010 年 

目標値 

ドイツ語を学ぶ児

童の割合 

% 11.39 10.62 12.1 12.1 12.1 13.6 

出典：2008 年度 PAP 

 

 

教育基本計画には、「ドイツ語学習者を 20％増やす」という目標が掲げられているため

に、2005 年の 11.39％を基準として 2割増加させた 13.6%を 2010 年までの目標値として定
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めている13。2006 年は、2005 年と比較して達成率が低下しているにも係わらず、仏独間の

政治的合意に基づいて、その実現可能性よりも政治的意図が優先された。 

 

図表 2.2.3-6 中等教育プログラムの目標 1 指標 9：高校 3 年生のうち理系･技術系コースを 

選択している生徒の割合 

  単位 2005年 

達成値 

2006 年 

達成値 

2007 年 2007

年度 PAP 予想

値 

2007 年 

修正され

た予想値 

2008 年 

予想値 

2010 年 

目標値 

 高校 3 年生のう

ち理系･技術系コ

ースを選択して

いる生徒の割合 

% 43.4 43.5 44 44 44.3 45 

出典：2008 年度 PAP 

注：普通科･技術科の高校 3 年生全体に対する、理系･技術系コースを選択している生徒の割合。 

 

上表の指標も教育基本計画に示された「高等教育の理系コースを履修する学生の割合を

15%増やす」という目標に対応するものである（高校 3年生で理系･技術系バカロレアを準

備している者は通常、理系の高等教育に進学する）。しかしながら、この指標では教育基本

計画にある「15％増加」の数値目標以上に、実現可能な範囲で、年々、達成率を高めて行

こうとする指標設定者の意図が読み取ることができる。多くの指標の目標値はこのように

して設定されている14。 

 

６）教育基本計画の施策や目標と PAP との関係 

学校未来計画法の第 9条は、教育法典第 2章「学校教育の目標と使命」（L122‐1‐1）を

改正したものである。この第 9条では、義務教育が、以下に挙げる 5つの事項を含む、必

要不可欠な知識･能力から構成される「共通基礎知識･能力」を習得するための方策を最低

限保障しなければならないと規定している。（以下の 5つの知識･能力は、高等教育評議会

（Haut Conseil de l’Education）の判断に基づき、政令によって規定された。政府は、

共通基礎知識･能力が学習指導要綱にどのように反映されているかを明確にした報告書を

3年ごとに国会に提出しなければならない。） 

・ フランス語を習得する 

・ 数学の基礎項目を習得する 

・ 市民権を自由に行使するために必要な人道主義文化と科学を習得する 

・ 少なくとも 1つの現代外国語を実践する 

・ 情報通信技術（Technologies de l’Information et de la Communication：TIC）

において、日常レベルの技術を習得する 

高等教育評議会は、学校未来計画法の第 14 条によって創設された。同評議会は、大統領、

国民議会議長、上院議長、等によって任命された 9人の委員から成る諮問機関である。こ

                             
13 DGESCO のバルニション氏とのヒアリングによる。 
14 バルニション、シテルマン両氏のヒアリングによる。 
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の 9 人の委員は、教育法、学習指導要綱、生徒の知識評価方法、教育システムの成果と組

織、教員研修方針について答申する。15その答申結果は、公表される。同評議会は、「教育

制度による成果について毎年、結果報告書を大統領と国会に提出する」ことが義務づけら

れている16。 

学校未来計画法の第 16、17 条では、学習成果を上げられない児童･生徒に対して、本人、

親、教師が協力して、対象となる児童･生徒の学力向上を図るために「学業成功のための個

別計画（Projets personnalisés de réussite éducative：PPRE）」を作成することを定め

ている。これは、校長の監督責任の下に、児童･生徒が達成すべき具体的な目標と達成方法

を記した計画を本人、親、教師の 3者が協力して立案し、実行する17。 

学校未来計画法の第 33条では、特に技術教育、職業教育に優れた高校に国が「職業の高

校」ラベルを認定して与えることを規定している。同ラベルを認定された高校では授業、

職業訓練、そして研修による教育が行われ、生徒は各種の学業修了証や国家免状、職業適

性証を取得することに力を入れる。学業終了後に直接就職に結びつくような教育を強化す

ることを目的とする。 

学校未来計画法の第 34 条では、教育法典 L401 条第１項に、各公立学校は国の定めた目

標を実現するために、3～5年の教育計画を策定し、目標の設定とこれを達成するための施

策を作成することで全児童･生徒の学業成功に導くことを規定している。大学区の許可を得

た上で実験的な教育方法を採用することもでき、その実験は毎年の評価の対象となること

が規定されている。そのために、同法第 38条（教育法典 L421 条第 5項）では、各校に教

育や評価の方法について教員間の協調を図るために、校長と教員代表から成る教育法評議

会を設立することを定めている。 

また、教育基本計画では、国の教育方針が明確に示されており、以下の 3つの大目標が

掲げられている18。 

・ 全生徒が学校教育の終了時で何らかのディプロムを取得すること19 

・ 該当年齢層の 80%がバカロレア（大学入学試験）の水準に達すること 

・ 該当年齢層の 50%が高等教育における学業修了証を取得すること 

 

［教育基本計画の「方針」と「目標」］ 

教育基本計画は、第１部の「方針」と第 2部の「目標」から構成されている。第 1部の

「方針」では、3 つの大方針が定められており、更に各大方針には、それを実現するため

のより詳細な方針が掲げられている。これら 3つの大方針を以下に紹介する。 

 

（1）より公平な学校：信頼のある学校 

                             
15 L230 条第 2 項の規定より。 
16 L230 条第 3 項の規定より。 
17 教育法典 L311 条第 3 項１、及び L311 条 7 項の規定より。 
18 教育基本計画には特別な予算的裏づけはない。同計画には学業成功のための個別計画や奨学金等への 2006～08 年の予

算が制定されているが、「予算法の定めるところの範囲内で」と但し書きがされているように、単に政治的な意欲を示すもので

あり、明確な予算づけではない（DGESCO のバルニション氏へのヒアリングより）。 
19 ディプロムとは、国家試験を受けて取得できる各種の公認学業修了証で、フランスでは就職の際のカギになるものである。 
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1. できる生徒に対しては、その能力を引き上げ、できない生徒に対しては支援して、

全体の学習レベルを向上させ、機会の均等を推進する。できない生徒には補習学習

やその他の支援を提供する。 

2. 教育成果の上がらない学校を「優先校」に指定して予算･人員を配分して支援する。 

3. 障害児の就学を促進する。 

4. 何らの学業修了証も取得せずに学校を中退･卒業する生徒を無くする。 

5. 小学校から中学校の義務教育では、全生徒が共通基礎知識･能力を身につけること

が重要である（学習指導要綱に代わるものではないが、教育目標の基盤となる）。

それが達成されたかどうかは、各教育期の終わりに評価を行う。20 

6. 中学校の終わりに全国共通の 3つの筆記試験を実施し、国の学業修了証であるブル

ヴェを授与する。 

7. 進学しない生徒の職業訓練等への方向づけを行う。 

8. 男女の差別を廃止し、女子の理系･技術系コースへの進学を促進する。 

 

（2）より効率的な学校：質の高い学校 

1. 不在教員の代替を同僚教員が行う。 

2. 教員養成の向上と教員研修の充実化を図る。 

3. 職業コースに進む生徒に技術者養成のための高等教育コースを提供する。職業教育

修業免状（Brevet d’études professionnelles : BEP）、職業適性証（Certificat 

d’aptitude professionnelle : CAP）の改革を行う21, 22。職業訓練を充実し、社会

に出て間もなく就職できるようにする。技術コースの高等教育を充実する。 

4. 普通高校の授業時間を削減する（バカロレア準備等のために）。 

5. コンピュータや他のデジタル技術の活用法を学ぶ、情報通信技術（TIC）の授業は

重要である。中学用 B2ⅰはブレヴェに含まれるようになる。高校用 B2ⅰもバカロ

レアに採用される。 

6. 生涯教育を推進する（2004 年 5月 4日法）。また、社会人の職業経験をある一定の

能力として認め、それを学業修了証、或いは職業教育免状として認可する制度を推

進する。 

 

 

 

 

（3）より開かれた学校：国（国民）の意見に耳を傾ける学校 

                             
20 フランスの義務教育は、その学習目標と学習指導要綱によって 5 つの教育期に分類されている。それらは、①幼稚園の年長

組から小学校 2 年までの基礎学習期、②小学校 3～5 年の深化学習期、③中学 1 年の適応期、④中学 2～3 年の中央期、

⑤中学 4 年の進路指導期、である。 
21 BEP は、職業高校の 2 年間（或いは職業訓練所）で準備する国家資格である。特定の職業分野の全ての職についての教育

の修了証であり、国家試験がある。 
22 CAP は、職業高校の 2 年間（或いは職業訓練所）で準備する国家資格である。特定の職業についての教育の修了証であり、

国家試験がある。 
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1. 親、国、地方自治体、市民団体、企業に開かれた学校にする。地方分権策に基づい

て教育に関する地方自治体の権限と責任を重くする。 

2. 欧州と世界に通用する教育を促進するために、フランス人が苦手とする外国語の習

得を推進する。特に隣国の言語を学ぶことを優先する。現在、小学校 4年生からと

規定されている外国語の学習を小学校3年生、更には、小学校2年生からに早める。

義務教育終了段階で、第1外国語については欧州評議会の定める共通言語基準B１、

第 2外国語については A2レベルに到達するようにする。高校終了段階では、それ

ぞれ B2 と B１＋に到達するようにする23。 

3. 2004 年 10 月 26 日に仏独閣僚評議会で決定された措置として、小学校からのドイ

ツ語教育が促進される。具体的には、ドイツ語を学習する生徒の割合を 5年間で

20％増加させる。 

4. 中学校における欧州･国際セクションの増加を図る24。特に優先（指定）学校や職業

高校でこれを行う。具体的には、中学校･高校の欧州･国際セクションを 20％増加

させる。 

5. 外国のリセ･フランス校網を活かした語学研修や交換留学生制度等を促進する。 

6. 小学校教員の採用試験に外国語の会話試験を義務化する。 

7. 教育制度の政策推進システムを改革する：LOLF によって学校教育の管理システム

が変わった。教育省が大目標や人員･予算の配分を決定し、その実践を確認･評価す

る。各大学区は、大学区の視学官と協力して国及び大学区の目標に応じてプログラ

ム実行予算（Budget Opérationnel de Programme：BOP）を立てる（教育省の許可

要）。各学校は、大学区の定めた目標と各学校の計画に沿って人員･予算の使途を決

定する。これら各段階で、目標の適切さ、人員･予算配分の妥当性、得られた結果

の質が評価されるような措置を取る。その評価を行う際には、教育監察が大きな役

割を果たす。一方、高等教育評議会は、共通基礎知識･能力の習得目標に鑑みて教

育結果の評価をモニターする。毎年発行される年次成果報告書（Rapport Annuel de 

Performances ：RAP）で、学校未来計画法によって策定された方針の実施と目標の

成果を報告しなければならない。 

 

教育基本計画の第 2部である「目標」では、上述した「方針」で定めた目標の範囲内で、

2010 年までに達成すべき目標として、以下の 7つの数値目標を掲げている。 

（1） 社会･職業的に下層階級に属する生徒のバカロレア取得率を 20%増加する。 

（2） 高等教育の理系コース（保健部門を除く）を履修する学生の割合を 15%増加する。 

（3） バカロレアの普通理系コース、技術コースに進む女子高校生の割合を 20%増加する。 

                             
23 「共通言語基準」とは、欧州評議会が定めた欧州言語を対象とする語学力評価基準である。A1、A2、B1、B2、C1、C2 の 6 段

階があり、A2 は初級レベル、B1 は中級レベルと、レベルが上がって行く。 
24 欧州セクションとは、英語やスペイン語等、欧州の１言語の教育に特に力を入れるために、普通の中学･高校の中に特別に設

けられるクラスである。国際セクションとは、インターナショナル校或いは普通の小学校･中学校･高校に設置された特別クラス

で（外国人児童･生徒が 25～50％を占めなければならない）、フランス語と外国人児童・生徒それぞれの母国語による授業を

行なうものである。英語、ドイツ語、アラブ語、日本語等のセクションがある。 
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（4） 1 つの現代外国語習得レベルが欧州評議会の定める共通言語基準の B１レベルに達

する生徒数の割合を 20％増加する。 

（5） ドイツ語学習者の割合を 20%増加する。 

（6） 古典語を学習する高校生の割合を 10%増加する。 

（7） 職業訓練を受ける高校生の割合を 50%増加する。 

 

［教育基本計画と PAP の関連性］ 

次に、上述した教育基本計画の「方針」や「目標」と、PAP の関連性を示す。 

学校教育ミッションの 2008 年度 PAP では、同ミッションの 6つのプログラムの冒頭に戦

略が策定されており、学校未来計画法に言及しつつ、同法や教育基本計画で定められた方

針を忠実に反映した内容になっている。 

同ミッションの初等教育プログラムを例に取ると、その戦略の冒頭に、初等教育が目指

す基本的目標は、「全生徒が中学に進学するための基本的知識を身につけること」であると

掲げられている。それを実現するための施策として、以下の項目が挙げられている。 

・2007年度初めに指定された1736校の成功意欲ネットワーク（Réseau Ambition Réussite

：RAR）を中心に、恵まれない社会層出身の子供への教育支援を強化する25。 

困難を抱える生徒への教育支援（Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en 

Difficulté： RASED）を活用して留年率を低減する26。 

2007 年度の新学期（9月）から、小学校 2年と小学校 5年の終わりに学力試験を実施し、

児童の実質的な学習習得度を評価できるシステムを開始する。 

 

このように、同プログラムの戦略は、上述した教育基本計画の方針、特に方針の (1) で

ある「より公平な学校：信頼のある学校」を反映している。 

同プログラムの 4つの定性的目標とその評価指標を図表 2.2.3-7 に示す。 

 

図表 2.2.3-7 初等教育プログラムの定性的目標とその評価指標 

 目標とその評価指標 基本計画における該当箇所 

目標 1：小学校終了時に求められる基礎能力を全児童が身につける

こと 

学校未来計画法、基本計画の

方針（1）‐5 

評価 

指標 

1‐1．フランス語と算数の基礎能力を小学校終了時に身に

つけた児童の割合 

学校未来計画法、基本計画の

方針（1）‐5 

1‐2．小学校 2 年終了時に共通基礎第 1 段階の 3 つの能力

を身につけた児童の割合 

学校未来計画法、基本計画の

方針（1）‐5 

1‐3．小学校 5 年終了時に共通基礎第 2 段階の能力を身に

つけた児童の割合 

学校未来計画法、基本計画の

方針（1）‐5 

                             
25 学業習得度が低く社会的に下層階級の子どもが多い学校が集まる地区は 1981 年から優先教育地区（Zones d’éducation 

prioritaire：ZEP）に指定され、人員･予算面で優遇された（2003年時点で911地区）。1999年に優先教育ネットワーク（Réseaux 

d’éducation prioritaire：REP）と名称が変わり、2006 年には REP のうち、特に困難度の高い249 の中学校とその周辺の小学校

を 1 つのネットワークとする 249 のネットワークを「成功意欲ネットワーク」と指定した。その他の REP 指定地区は「学業成功ネッ

トワーク」（Réseaux Réussite Scolaire ：RRS）とされた。 
26 RASED とは、学業に大きな困難を抱える児童を支援するため、特別な教育を受けた教員ネットワークに属する教員が学校に

赴き、児童個人や小グループに指導するシステム（心理指導も含む）である。 
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 目標とその評価指標 基本計画における該当箇所 

1‐4． 1 年以上遅れて中学校に入学した生徒の割合 基本計画の方針（1）‐1 

1‐5．ドイツ語を学んだ児童の割合 基本計画の方針（1）‐3、目

標 (5) 

1‐6．留年率 基本計画の方針（1）‐1 

目標 2：問題のある地区の児童や特殊教育が必要な児童の学業成功

を推進すること 

基本計画の方針（1）‐1、2 

評価 

指標 

2‐1．フランス語と算数の基礎能力を小学校終了時に身に

つけた児童の割合：優先校以外に対する「成功意欲ネット

ワーク」、及び優先校以外に対する「学校成功ネットワーク」

の比率 

基本計画の方針（1）‐1、2 

2‐2．小学校 2 年終了時に共通基礎第 1 段階の 3 つの能力

を身につけた児童の割合：優先校以外に対する「成功意欲

ネットワーク」、及び優先校以外に対する「学校成功ネット

ワーク」の比率 

基本計画の方針（1）‐1、2 

2‐3．フランス語と算数の基礎能力を小学校終了時に身に

つけた児童の割合：優先校以外に対する「成功意欲ネット

ワーク」、及び優先校以外に対する「学校成功ネットワーク」

の比率 

基本計画の方針（1）‐1、2 

2‐4．少なくとも 1 年遅れで中学校に入学した生徒の割合

：優先校以外に対する「成功意欲ネットワーク」、及び優先

校以外に対する「学校成功網」の比率 

基本計画の方針（1）‐3 

2‐5．「成功意欲ネットワーク」、「学校成功ネットワーク」、

優先校以外の 1クラス当たりの生徒数の差 

 

2‐6．小学校における障害児の就学と学業成功の進展 基本計画の方針（1）1‐2、3 

目標 3：質的に適正な教員を持つこと  

評価 

指数 

3‐1．過去 5 年間に視察を受けた教員の割合  

3‐2．小学校教員によって実施された外国語教育の割合 基本計画の目標 (４) 

3‐3．教職員研修において学習困難･障害問題の研修に当て

られた時間の割合 

基本計画の方針（１）‐3、

方針（2）‐2 

3‐4．病欠、産休教員に対する代替教員の割合 基本計画の方針（1）‐１ 

3‐5．代替の効率性27  

目標 4：予算配分の最適化によって地方格差を是正すること  

評価 

指数 

4‐1．均衡のとれた人員配分措置を受けた大学区数28  

4‐1．担任を受け持つ教員の割合29  

4‐1．１学年が 1～3クラスである小学校の割合  

出典：PAP 

 

中等教育プログラム（中学･高校）では、教育基本計画との関連性が更に顕著である30。

同プログラムの戦略説明には、まず学校未来計画法の方針を実施すべきことが明記されて

おり、その優先目標は以下のように整理される。 

・ 義務教育の終了時に全生徒が共通基礎知識を身につける。 

                             
27 代替の効率性とは、代替教員の潜在力に対して、実際に代替が実行された割合を指す。代替教員が過不足なく利用されて

いるかという効率性を測定する指標である。 
28 これは、教育省の定める基準に基づく生徒対教職員の割合を調整して人員配分を受けた大学区の数を指す。 
29 実際にクラスを受け持つ教員の教員総数に占める割合。パートタイム教員、代替教員、補習専門教員、外国語専門教員等は

クラスを受け持たないので、これに含まれていない。 
30 同プログラムの目標･指標は参考資料 2 を参照。 
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・ 学業修了証を取得せずに学校を中退･卒業する生徒を無くする。 

・ 中学･高校での外国語教育の改革を行う。 

・ 職業教育を魅力があり、効率的なものにする。 

 

また、上記 4つの目標を達成するために、以下の施策が掲げられている。 

・ 学業成功のための個別計画（Projets personnalisés de réussite éducative

：PPRE）の普及、補習の充実化、小学校との協力による学業不振者の早期

発見によって、より多くの生徒を学業成功に導き、留年率を低減させる。31 

・ 優先校指定の中学校（「成功意欲ネットワーク」中学 253 校）への人員･予

算面での支援を強化する。 

・ 障害児の就学を促進する。 

・ 職業教育を充実する。 

・ 学校の自律性を促進する。 

 

更に、「こうした施策は評価を必要とする」と述べ、新しい共通基礎知識基準に基づいた

学習指導要綱の見直しが 2007～2008 年に行われた。この結果、最初の共通基礎知識達成度

試験が 2008 年度末（2009 年夏）に実施されることが決定された。このように、中等教育

プログラムは、学校未来計画法と教育基本計画を忠実に反映しているといえる。32 

しかしながら、高等教育については事情が異なる。これまでにみてきたように、教育基

本計画はほとんどが就学前から高校までの教育に関する方針であるが、高等教育について

は、大目標 3「該当年齢層の 50%が高等教育における学業修了証を取得すること」、方針（2）

‐3「職業コースに進む生徒に技術者養成のための高等教育コースを提供する。技術コース

の高等教育を充実する」、方針（2）‐6「生涯教育の推進」の 3 点のみである。これら 3

点は、研究･高等教育 PAP の指標（目標 1指標 1～3、目標 2指標 1～5、目標 4指標 1、2）

に反映されているが、PAP における研究･高等教育の指標には教育基本計画に記載のないも

のも多数位置づけられている。 

次表、教育基本計画の 3 つの大目標、7 つの数値目標に対応する、初等･中等･高等教育

プログラムの指標を整理する。これにより、「古典語を学習する高校生の割合」に関する数

値目標以外は、教育基本計画に盛り込まれたすべての数値目標が 2008 年度 PAP の指標とし

て位置づけられていることが分かる。 

 

                             
31 PPRE とは、学業に非常な困難をきたす児童･生徒の学力向上のために、本人、親、教師が協力して具体的な目標とそれを達

成する方法を記した計画を立案し、3 者が協力してそれを実行する計画である。必要な場合は学校外部からの支援も受ける。

その進展状況を監督するのは校長である。（学校未来基本法第 16 条による設置。） 
32 当報告書参考資料に含まれる中等教育プログラムの目標及び指針を参照。 



 40

図表 2.2.3-8 教育基本計画に対応する初等･中等･高等教育プログラムの指標 

教育基本計画に盛り込まれた数値目標 対応する 2008 年度教育成果計画の指標 

全生徒が学校教育の終了時で何らかのディプ

ロムを取得する。 

中等 P目標 1指標 3、私立 P目標 2指標 6 

該当年齢層の 80%がバカロレアの水準に到達す

る。 

中等 P目標 1指標 1、私立 P目標 2指標 7 

該当年齢層の 50%が高等教育における学業修了

証を取得する。 

高等 P目標 1指標 1、高等 P目標 1指標 3、

中等 P目標 4指標 1、私立 P目標 4指標 1 

社会･職業的に下層階級に属する生徒のバカロ

レア取得率を 20%増加する。 

中等 P目標 1指標 2、私立 P目標 2指標 9 

高等教育の理系コース（保健部門を除く）を履

修する学生の割合を 15%増加する。 

中等 P目標 1指標 9、私立 P目標 2指標 4 

バカロレアの普通理系コース、技術コースに進

む女子高校生の割合を 20%増加する。 

中等 P 目標 1 指標 10、私立 P 目標 2 指標

5 

1 つの現代外国語習得レベルが欧州評議会の共

通言語基準の B１レベルに達する生徒数の割合

を 20％増加する。 

初等 P目標 1指標 2と 3、中等 P目標 1指

標 6、私立 P目標 1指標 1と 2及び目標 2

指標 1（外国語は共通基礎知識に含まれ

る） 

ドイツ語学習者の割合を 20%増加する。 初等 P 目標 1 指標 5、中等 P 目標 1 指標

11、私立 P 目標 1 指標 6 及び目標 2 指標

12 

古典語を学習する高校生の割合を 10%増加す

る。 

該当指標なし 

職業訓練を受ける高校生の割合を 50%増加す

る。 

中等 P目標 3指標 1 

出典：教育基本計画と 2008 年度 PAP より作成 

初等 P：初等プログラム 140 

中等 P：中等教育プログラム 141 

私立 P：私立学校プログラム 139 

高等 P：高等教育･大学研究プログラム 150 

注：各指標については参考資料 2 を参照。 
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（３）教育基本計画の評価方法等 

１）評価の対象 

LOLF に基づいて各政策分野の PAP が導入されたのは 2005 年である。このため、最初の

PAP は 2006 年度予算の計画であり、その成果を問う 2006 年度 RAP が初の RAP となった。

RAP は、予算決算法の付属文書である。RAP は、PAP と同様の構成からなり、プログラムご

との支出報告、プログラム戦略の総括、目標ごとの指標の達成値、その結果分析、支出の

正当性（予想と実際の違いの理由を説明）、人件費の説明等が記載され、教育効果の評価と

ともに、予算･人員面でもその効率性が評価される仕組みとなっている。 

評価の対象となるのは、どれだけ予算が効率良く利用されたかといった予算分野の評価

を除外すれば、各プログラム戦略と目標･指標である（ミッション‐プログラム‐アクショ

ンは予算が配分される分野とその配分の枠組みを示すものであるため、評価の対象とはな

らない）。各指標の測定は、過去の達成値、該当年度の達成値（数字が出ていない場合は予

想値）、2010 年或いは 2012 年の目標値が記された表によって達成度が分かる仕組みになっ

ている。指標の予想値が達成されたならば、その目標は達成されたことになる。しかしな

がら、LOLF のシステムが開始されて間もない現段階では、目標を測定するための指標が不

適切であるものがかなりあり、指標の妥当性も評価の対象となっている。 

プログラム戦略については、各プログラムの責任者がまず自己評価している。各目標に

ついては、指標の数値が示された表を掲載しており、その年の目標値（或いは予想値）が

達成されているがどうかが一目で分かる。 

 

図表 2.2.3-9 2006 年度 RAP 中等教育プログラム目標 1 指標 14：理系･技術系コースを選択した 

高校 3 年生のうち女子の割合 

  単位 2004 年 

達成値 

2005 年 

達成値 

2006 年 

予想値 

PAP 2006

年 

2006 年 

予想値 

PAP 2007

年 

2006 年 

達成値 

2010 年 

目標 

理系･技術系コースを選択

した高校 3 年生のうち女

子の割合 

% 37.5 38 39.4 39.4 38.8 45 

出典：2006 年度 RAP 

 

上記は、2006 年度 RAP 中等教育プログラム目標 1 指標 14 について、これまでの達成値

と 2010 年の目標値を示した表である。この表から、2004 年の達成値と 2005 年の達成値と

の比較では、その達成率が漸増してはいるものの、2006 年度 PAP の目標値に達成していな

いことが分かる。 

1 つの目標に対する指標表が示された後に、その目標の達成率について分析がなされる。

その分析は、達成度の進展状況について数字を挙げて分析し、達成されなかった指標につ

いては理由を説明し、2010 年の目標値に対する見通しを立てる。 

この他に、各プログラムの冒頭にその戦略に対する総括がプログラム責任者によってま

とめられている。初等教育プログラムの戦略総括を例に取ると、目標の達成度に関する分
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析結果を以下のようにまとめることができる。 

・ 2006 年度 RAP は導入 1年目の成果報告として、2005 年の教育計画法を一部しか

反映しておらず、評価方法の確立や情報処理システムが十分に対応していない。 

・ 2006 年 7月の政令で決定された「共通基礎能力」は、学習指導要綱に反映させ

る作業が行われている段階であるために、その評価制度もまだ確立されていない。

このために、それに関する項目は空欄である。 

・ 2006 年度 PAP を評価するために必要とされる有効なデータの収集とその情報処

理システムが不完全であるために、結果の出ている指標の数が十分ではなく、プ

ログラム全体の成果の評価が難しい33。 

 

２）評価の実施時期と根拠法令 

PAP の各プログラムの評価は、PAP が予算法の一部であるために、LOLF の規定に基づい

て毎年実施される34。前年度の PAP の指標に関する統計が出るのは 1～6月であるにも係わ

らず、RAP は 6 月 1 日までに決算法の一部として国会に提出されなければならないため、

遅くとも5月までに作成される必要がある35。そのため、指標によってはRAPに間に合わず、

次年度の PAP に掲載されるものもある。 

2006 年度 PAP については、その評価が 2007 年 2～4月頃に実施された。PAP は、その後、

プログラム責任者によってまとめられ、決算法の一部として 6月 1日までに国会に提出さ

れ、採択された。同年 5月頃から、RAP の結果を参考に、2008 年度の目標･指標が検討され、

7～8月に予算省と予算面での調整が行われ、10月に 2008 年度 PAP が国会に提出された。 

また、財務面での評価は、国会財務委員会による聴取、会計監査院の監査が毎年行われ

るべきである、と LOLF に明記されている。 

各プログラムの構成、目標･指標の適切性･妥当性、情報収集法、省内の部局の協力体制

等の評価は、計画聴取省間委員会（Comité interministériel d’audit des programmes

：CIAP）が実施している36。CIAP は、財務省管轄の機関で、各省の財務監察官 14人から構

成されている。9月～6月を聴取の 1サイクルとし、予算の国会提出前の 9月には PAP につ

いて、6月の決算法案提出前には RAP の結果の信頼性と総括･分析コメントの客観性につい

て審査する。CIAP の聴取は年 3回あり、5～6年の間に各プログラムは、少なくとも一度は

評価の対象となる（2007 年度 PAP におけるプログラム総数は、168 あった）。 

 

３）評価の体制・主体 

評価は、各プログラム担当局長がまず、DEPP 等から得られる統計結果を収集し、各目標

とプログラム戦略全体を自己評価する。その後、予算省との協議を経て RAP としてまとめ

られる。上述したように、評価結果は決算法の一部として 6月に国会に提出され、採決さ

れる。国会では、各プログラム及び目標が結果対費用に基づいて評価されるために、予算

                             
33 RAP の初等教育プログラムの戦略統括の抜粋。 
34 LOLF の法文はパフォーマンス･フォーラムサイト（http://www.performance-publique.gouv.fr/?id=247）を参照。 
35 成果予想・評価局へのヒアリングによる。 
36 CIAP については財務省サイト：http://www.finances.gouv.fr/performance/lolf_acteurs/ciap.htm を参照。 
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規模に対して十分な効果が見られなかった施策については担当省へ質問書が送られて回答

が求められる。 

また、前述したように、国家予算法の一部であるため、会計監査院によって毎年監査さ

れ、5～6年に一度は CIAP の聴取によって評価される。 

高等教育評議会は、教育省から独立した諮問機関であり、PAP や RAP の作成や評価には

直接、係わらない。 

 

図表 2.2.3-10 教育省と関係機関との関係図 

 

 

図表 2.2.3-11 高等教育・研究省と関係機関との関係図 
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教育省と高等教育･研究省のプログラム責任者（教育省の学校総局、財務部、行政･近代化部、及び高等教

育･研究省の高等教育総局、研究革新総局）が、DEPP の統計をもとに、予算省予算局との協議で目標・指

標を含む教育成果計画（PAP）を策定する。 

各プログラム責任者は 30 の大学区（行政単位である地域圏にほぼ相当）ごとに目標値を設定して、その

方針を伝える。大学区は大学区視学‐教育法地方視学（IA‐IPR）を通じて中学･高校にその方針を伝え、

更に県レベルの教育省視学（大学区視学 IA）を通じて各小学校（および幼稚園）に方針を伝える。ただ

し、高等教育の場合は高等教育･研究省の方針は直接、高等教育機関に伝えられる。各プログラム責任者

は、DEPP 等のデータをもとに目標･指標を自己評価して教育成果報告（RAP）を作成する。RAP は国会に決

算法の一部として提出され、審議･採択される（不審な点があれば各省に質問する）。毎年、会計監査院が

成果聴取を行って RAP に関して各省に勧告する。5～6 年に一度は計画聴取省間委員会がプログラムの構

成、目標･指標の妥当性を聴取･審査する。高等教育評議会は独立機関であり、教育問題･教育政策につい

て教育省および高等教育･研究省は諮問できる。しかし、PAP、RAP の評価システムには直接関係しない。 

 

出典：教育省ピエ、バルニション両氏、高等教育・研究省シテルマン氏からのヒアリングを基に作成。 

 

４）採用している評価の視点 

PAP と RAP は、LOLF に基づいて策定されているため、LOLF が要求する 3つのパフォーマ

ンス測定基準である「社会経済的効果（市民、即ち国民の観点から）」、「サービスの質（利

用者の観点から）」、「運営管理の効率性、即ち費用対生産性（納税者の観点から）」の視点

から評価される。37 

教育分野で特に重視されるのは「（サービスの）質」である38。「質」とは、初等･中等教

育では、「児童･生徒全員が基本的な知識･能力を身につける」という大目標に対して意義の

ある成果が出ているか否かである。また、高等教育では、質の高い教育を提供し、学生の

就職を支援し、研究成果を上げるという使命を果たしているかどうかという点である。 

次に重要となるのは、「費用対生産性の効率性」である。教育分野では特に教員等、人件

費の占める割合が膨大なため、その合理化が重要視されている。 

 

５）評価の方法 

評価方法は、教育政策に関する目標については、数値化した目標に 1年間でどれだけ近

づいたかという実績評価（アウトカムの達成度）に基づく。定性的な目標も全て数値･指標

化されているため、誰がみても達成度が分かる仕組みとなっている。 

 

図表 2.2.3-12 2006 年度 RAP 学校生活プログラム目標 2 指標 1：6 歳（小学校入学時）で健康診断を 

受けた児童の割合 

  単位 2004 年 

達成値 

2005 年 

達成値 

2006 年 

予想値 

PAP 2006

年 

2006 年 

予想値 

PAP 2007

年 

2006 年 

達成値 

2010 年 

目標 

 6 歳（小学校入学時）で健

康診断を受けた児童の割合 

% 70 73.5 75 75 70.9 >80 

出典：2006 年度 RAP 

 

                             
37 「LOLF ガイド 2007 年」より。 
38バルニション氏、シテルマン氏へのヒアリングより。 
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図表 2.2.3-13 2006 年度 RAP 学校生活プログラム目標 2 指標 2：禁煙高校の割合 

  単位 2004 年 

達成値 

2005 年 

達成値 

2006 年 

予想値 

PAP 2006

年 

2006 年 

予想値 

PAP 2007

年 

2006 年 

達成値 

2010 年 

目標 

:禁煙高校の割合 % 22.4 36 30 39 39 ＞50 

出典：2006 年度 RAP 

 

上記の表は、学校生活プログラムの目標 2「児童･生徒の健康を促進する」の 2つの指標

の成果表である。指標１に関しては 2006 年の達成値が予想値を大幅に下回り、2005 年度

の数字にも達していないことが分かる。指標 2に関しては逆に 2006 年の達成値が予想値を

大幅に上回り、順調に 2010 年の目標値に向かっている。この数値を踏まえ、目標 2の「結

果分析」では、次のように論じられている（抜粋）。 

 

健康診断の実施率は大学区によって 40～90％と大きな差があり、全国的には非常に不十分

な数字である。それは過疎地域における校医不足、障害児の就学や長期療養児のケアに伴

う校医の負担が増えたこと等が原因であろうと考えられる。 

禁煙高校の割合に関しては、2006 年度の目標は達成されたと考えられる。各高校の禁煙に

向けた取組が奏功しており、2006 年 11 月 15 日付の政令（公共の場での喫煙を禁じるもの）

の適用に向けて順調に準備が進んでいる。 

 

このように、RAP では指標ごとにその成果の推移を示す表が添えられ、それを受けて各定

性的目標の達成度や、未達成の場合はその理由、今後の見通しや問題点等が指摘されてい

る。 

この評価方法は定性的目標の達成度を正確に測定できる指標･目標値が設定されている

という仮定に基づいており、現状は定性的目標を正確に測定しているとはいいがたい。そ

のために、CIAP により、目標･指標の適切性･妥当性や情報収集法等に関する聴取が行われ

（第 3者によるチェック）、更に毎年、指標の見直しを行い、より良い指標を設定する作業

が各省で行われている。 

また、PAP は LOLF に基づく予算法の一部であることから、効率性の評価（費用対効果）

も行われている。これは、主に予算省による PAP 策定段階でのチェック、財務監察、会計

監査院による監査、により実施されている。 

 

６）評価に必要なデータの収集方法 

評価に必要なデータの収集方法は、指標によって様々であるが、大別すると以下の 3つ

に分けられる。 

(1) 全国の各学校から大学区に、そして大学区から教育省に情報が吸い上げら

れる教育省の情報管理システム 
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(2) 教育省視学による調査 

(3) その他、省外の機関による調査 

 

(1)では、情報管理システムの利用によって全国の小中高校･大学から吸い上げられる情

報である。その具体例として、児童･生徒数、児童･生徒の年齢･性別、進路コース別生徒数

等がある。こうした情報は各学校から大学区に集められ、情報の確認と集計が行われた後

に、教育省及び高等教育省に提供される場合もあれば、各学校から直接教育省及び高等教

育省に提供される場合もある。 

(2) は、各県に派遣された教育省視学官（Inspecteur de l’éducation nationale：IEN、

大学区視学官とも呼ばれる）或いは大学区視学･教育法地方視学官（Inspecteur 

d’académie – inspecteurs pédagogiques régionaux：IA-IPR） によって特別に実施され

る調査によってデータを収集する方法である。具体的には、障害児の就学率、サンプル抽

出による学力調査、大学以外の高等教育機関等に関する調査、等がある。 

(3) は、外部機関による調査で、国立統計経済研究所（Institut National de la 

Statistique et des Etudes Economiques：INSEE）、資格研究センター（Centre d’études 

et de recherches sur les qualification：CEREQ）、科学･技術観察所（Observatoire des 

Sciences et des Techniques：OST）等が保有するデータを利用する。 

経済省管轄の INSEE は社会経済分野のデータを豊富に保有しており、その協力を得て

DEPP が算出する。例えば、中等教育プログラムの目標 1‐3である「20～24 歳の若者のう

ち、高校終了時の学業修了証を少なくとも 1 つ取得した者の割合」、同目標 4‐3「高校を

終了した現在 25～49 歳の人（高等教育進学者は除く）のうち、高校卒業 7ヵ月後に就職し

た人の割合（学業修了証別）」等の生徒･学生以外の者を対象にしたデータや雇用に関する

データについては、INSEE の協力を得ている。 

CEREQ は、教育省、経済･財務･雇用省、労働･連帯省が共同で管轄する機関で、教育、社

会人教育、職業研修、雇用に関する調査を行うとともに、同分野の問題について答申及び

提案を行う。高等教育･大学研究プログラムの第 1目標第 2指標「高等教育終了 3年後に就

職した人の割合」について統計データを提供している。 

OST は、世界中の研究や論文に関するデータベースを保有し、研究･開発分野の指標を作

成している独立機関である。OST は、高等教育･大学研究プログラムの第 7目標第 2指標「フ

ランスの高等教育機関の科学界での認知度（論文の引用頻度）」、同第 11 目標第 3指標「フ

ランスの高等教育機関の研究論文のうち、欧州連合（25 ヵ国）の国と共同発表したものの

割合」といった指標についてデータを提供している。 

上記 3つの方法で収集されたデータは、DEPP に集約されるか、DGESCO、高等教育総局や

人事総局（Direction génerale de Ressources Humaines：DGRH）等、直接関係する部署に

集約されて、学校教育ミッションや研究･高等教育ミッションの PAP や RAP に設定されてい

る指標のデータとして用いられる。 
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（４）評価結果の活用・公表方法 

１）評価結果の活用状況 

評価結果は毎年 RAP にまとめられ、春（6月 1日まで）に国会に提出される。これは PAP

に基づいて行われた施策や予算を正当化する作業である。目標が達成されなかった場合に

は、国会で説明が要求される。また、PAP の準備段階（春）で予算省予算局との協議があ

り、前年度の RAP の結果をみて、次年度 PAP に盛り込む目標･指標が検討され、有効ではな

いとみなされた指標は削除される。目標は根本的な教育方針や省の管理運営方針を示して

いるため、変更されることはまずない。その目標を測定するための指標が妥当性に欠ける

と判断されて削除･変更される。 

このような事情から、学校教育ミッションの初等教育、中等教育の 2つのプログラムに

ついては、2007 年に PAP の指標を全て見直し、継続する指標、有効でないと判断し削除す

る指標、新たに追加すべき指標等が検討された39。特に、共通基礎能力については 2006 年

7 月に政令で導入することが規定されたため、2008 年度 PAP に追加された。 

この他には、RAP における初等教育プログラムの目標１の結果分析には、「1年以上遅れ

て中学に入学した生徒の割合」の指標についてのみ、評価結果が出ていないと DGESCO は自

己批判している。指標 3 の「欧州評議会基準のレベル A１に相当する外国語能力を身につ

けた生徒の割合」、指標 5の「小学校終了時に情報処理･インターネット終了証 B2i のレベ

ル 1に達した児童の割合」は、数値が空欄である。これは、まだ小学校で外国語教育や情

報処理教育が十分に普及していないためにデータがないことが理由となっている。そのた

め、これら 2つの指標は、2008 年度 PAP では削除されている（共通基礎能力に外国語や情

報処理教育が含まれているためでもある）。しかしながら、指標 4の「ドイツ語を学んだ児

童の割合」については、仏独バイリンガル中学を創設しない限りは 2010 年の 13.6％とい

う目標を達成するのは到底無理と分析しているにも係わらず、仏独国家間の合意という政

治的理由のために 2008 年でも指標として継続されることになった。 

PAP や RAP を含む LOLF 方式の予算は開始されたばかりであるため、指標設定はまだ模索

段階にある。現段階では、そうした不安定な指標によって目標が必ずしも正しく測定され

ていない。従って、目標が達成されていないために予算が削減された事例はまだないと予

想される。 

一方、指標の達成度を踏まえて、教育政策が変更されるケースはある。目標そのものは

変更されないが、それを達成するための教育施策が変更される。例えば、初等･中等教育プ

ログラムには教育優先校に関する指標がいくつかあるが、その教育成果が得られなければ、

補習制度や個別指導制度等を見直すことになる。高等教育プログラムの指標の「学士号取

得者のうち、3 年間で学士号を取得した学生の割合」について、目標値が達成されなかっ

たため、研究･高等教育省は、改善策としてチューター制導入等を含む「学士号計画」を発

表した。 

                             
39 DGESCO のドミニック･バルニション氏とのヒアリングより。 
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また、教育省は、評価結果を踏まえて各大学区に助言･指導を行なっている。同省は毎年

10 月から各大学区と会議を開いている。同会議には、DGESCO の事務局長、指標責任者、予

算担当者、人事総局代表者、そして各大学区長、大学区視学官（県レベルの教育省視学官）

が参加し、進行中の年度の中間報告、中間総括を行い、次年度の目標･指標に沿って、大学

区ごとに目標値を定める（通常、教育省の教育施策方針は、初等教育においては大学区視

学官によって各学校に伝達され、中等教育においては、IA-IPR が各学校に伝達する）。そ

の際、前年度の評価結果に基づいて、目標が達成できなかった説明や改善策の提案が各大

学区に求められ、教育省側から強く指導される。改善がみられない場合には、大学区長は、

異動や更迭されることもある40。 

なお、高等教育については、高等教育･研究省と各大学･高等教育機関の間で 4年計画の

契約が締結されているため、RAP の結果に基づいた特別な指導は行われていない41。 

 

２）国民への公表の実施状況・方法・対象範囲 

PAP 及び RAP は、2006 年 1 月より「パフォーマンス･フォーラム」という政府サイト

（www.performance-publique.gouv.fr）で国民に公表されている42。各プログラムに対する

CIAP の聴取結果は公表されていない。RAP を含む決算書に対する会計監査院の報告書や財

務監察総監の報告書は一部インターネット上で公開されている43。 

PAP 以外の教育成果の評価については、教育省のサイトに様々な統計データや評価デー

タが掲載されている。44公表されているデータは通常、全国規模で、大学区別のデータが掲

載されており、県別のデータが公表されることはまれである。 

大学区では、学校別のデータが存在するが公表はされていない。DEPP でも指標によって

は学校別のデータを保有している（例えば、入学した特定の生徒をバカロレアまで導く高

校の能力を測定するデータ）が、公表はされていない。しかしながら、学区制度の緩和に

伴い、各学校の情報を知る権利を求める保護者の要望で、学校ごとの情報を更に公表しよ

うという動きがある。 

 

３）評価結果に対する国民からの意見への対応状況 

国民からの意見に対応する制度はない45。 

                             
40 教育省学校総局のバルニション氏、成果予想・評価局へのヒアリングより。 
41 高等教育･研究省研究革新総局のシテルマン氏へのヒアリングより。 
42 2006 年度および 2007 年度の PAP、RAP については、

http://www.minefi.gouv.fr/performance/cout_politique/loi_finances/2007/politiques_publiques.htm、2008 年度については、 

http://www.performance-publique.gouv.fr/farandole/2008/pap.html を参照。 
43 会計監査院（http://www.ccomptes.fr/cc/Publications.html）、財務監察総監

（https://www.igf.minefi.gouv.fr/sections/les_rapports_par_the/education_recherch/view）。ただし、公表されている報告書は

PAP そのものに対する監査報告書ではなく、教育政策の 1 テーマに絞った報告書である。 
44 http://www.education.gouv.fr/pid53/evaluation-et-statistiques.html に各種統計、評価結果等、が公表されている。 
45 教育省学校教育総局のバルニション氏、高等教育・研究省研究革新総局のシテルマン氏へのヒアリングより。 
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（５）教育基本計画の評価及び結果の公表における課題 

１）計画の評価における課題46 

計画の評価における課題は、様々ある。指標の評価の観点からは、根本的に必要なデー

タがない、或いは収集できないために理想的な指標を設定できず、セカンドベストの指標

に甘んじているという問題がある。そのため、目標が達成されたかどうかをより適切に評

価できる指標の妥当性を高めることが課題の 1つといえる。例えば、「教員の質を向上させ

る」といった目標に対して、そもそも数値化できる指標を設定することが可能かという問

題が指摘されている。より適切な評価を行うためには、必要なデータを収集することが必

要であるが、現段階では定性的目標を測定するための指標（つまりデータ収集が可能な指

標）が十分ではないといえる。 

以下に、DGESCO のバルニション氏が指摘する問題点を紹介する。 

 

「例えば、2006 年度の初等教育プログラムの第 1 目標である「小学校終了時に全児童が当

然身につけるべき基礎知識を習得すること」についてみると、それを実際に評価している

指標は 1 つもない。また、「1 年以上遅れて中学に入学した生徒の割合」は、留年したかど

うかを見ているだけで、基礎知識を習得したかは分からず、指標としては不十分である。「外

国語の第 1レベルに達した児童の割合」、「情報処理技術 B2レベルに達成した児童の割合」

についても、まだ実際には小学校で外国語教育や情報処理教育は十分に普及していない。

更に、「ドイツ語を学んだ児童の割合」という指標があるものの、これは学習の達成度を評

価するものではない。これは（独仏首脳合意による）政治的目標であって、教育目標では

ない。このように実際的な指標がないことが課題といえる。「フランス語と算数の基礎能力

を小学校終了時に身につけた児童の割合」の指標については数字が出ているものの、これ

はあるサンプルを採って調べたもので、大学区ごとの数字は不明である。そのために、大

学区間で比較ができない。フランス語では 85％という数字があるが、誰が、いつ、どうい

う内容の試験を実施したのか、DGESCO は一切知らない。」 

 

また、技術的には、実行に移されて 1年しか経過していない LOLF 方式に、指標の数値を

算出するためのデータ収集法やそのデータを処理するシステムがまだ対応しておらず、デ

ータや方法論の変化に評価の実施が伴わないために、指標によっては「まだ安定していな

いものがある」ことも指摘されている47。 

 

２）結果の活用・公表における課題 

評価結果は、指標の取捨選択等、ある程度は次年度の PAP に反映されており、CIAP や会

計監査院等による聴取によるチェックシステムも整備されているため、結果はかなり活用

されていると考えられる。しかしながら、LOLF 方式が採用されてまだ日が浅いことや、目

標達成を測定する指標が不十分な現段階であることから、評価結果が予算に直接反映させ

                             
46 学校教育総局のバルニション氏とのへのヒアリング。 
47 管理近代化部ジャクリーヌ･ピエ氏のヒアリングより。 
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ていないと判断される。 

研究･高等教育省研究革新総局のシテルマン氏は、「結果を検討して予算の配分や額を見

直すべきあり、目標が達せられなかった場合、その理由を詳細に調べるべきである。そう

した調査、結果の分析が課題である」と、指摘している。 

評価結果の公表に関しては、政府の様々な政策やその成果、税金の使途を国民にできる

だけ公表しようという近年の政府の努力が続けられており、PAP や RAP を含む予算案、決

算のほか、会計監査院や財務監察総監の報告書も一部インターネット上で公開されている。

また、様々な教育評価の結果も公開されているが、上述したように、大部分が全国規模の

情報であり、各学校の情報を更に公開すべきであるという声も保護者から上がっている。 

 

（６）日本における教育進行基本計画の評価手法及び評価結果の活用に対する示唆、助言 

フランスの教育分野の PAP における評価システムは、予算と政策を一体化し、数値化し

た政策目標を掲げてその成果を問う LOLF 方式に依拠するものである。慣例と政治力によっ

て予算を配分するのではなく、予算に見合う成果を求めるこのシステムは合理的であり、

納税者の立場からみても納得がいく制度であるといえる。特に累積する財政赤字を削減す

るために大幅な合理化が必要であるフランス政府にとっては、赤字削減策としてもその成

果が期待されている。 

しかしながら、政策上の目標を全て数値化することは困難である。今後、評価のための

試験、アンケート等、データ収集のための体制や評価基準の整備が進めば、この評価シス

テムの効果が表れてくると予想される。 

 

［管理近代化部のジャクリーヌ･ピエ氏の助言］ 

「LOLF 導入で分かったことは、実行予算の責任者である大学区長が得た結果は、中央の

省が期待した以上の成果を上げたことである。LOLF のシステムは教育省の枠組みの管理能

力を向上させた。各大学区に与えられたツールや予算を使って国の教育方針を実行する上

で成果を上げている（少なくとも財政面ではすばらしい結果が出ている）。昨年からの予算、

人員の合理化を図る努力はすばらしい結果をもたらした。年ごとによくなっている。」 

 

［DGESCO のバルニション氏の助言］ 

「シンプルな方が良いと思う。余りに複雑であると、会議や何かで議論する時間が掛か

りすぎて仕事をする時間が無くなる。官僚制の弊害とでもいうか。社会（全体）主義国家

のように、達成できない目標を掲げるような無理はしない方が良い。」 

 

［研究･高等教育省 研究革新総局のシテルマン氏の助言］ 

「目標を設定し、それに予算を振り分けるという LOLF の方式は教育分野に限らず良い方

式であると思う。ただし、教育分野では結果が出るまでに時間が掛かるため、すぐには結

果が見えない。つまり、根本方針は良いが、方法論が難しいといえる。」 
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2.2.4 ドイツ 

 

（１）ドイツにおける教育分野の計画と評価の状況 

1949 年のドイツ基本法の定めるところによると、生涯学習、学校教育、教育基盤整備な

ど、教育政策の策定は、各州政府が独自に行うため、連邦政府レベルには、教育政策全般

に関する計画策定並びにその評価は行われていない。一部の州政府は、教育分野の計画を

策定し、評価を実施している。 

 

（２）教育スタンダード及び全国共通パフォーマンス指標 

 計画に対する評価ではないが、教育分野における評価の取組は、連邦政府と州政府が連

携しながら進められている。具体的には、全国の学力水準を高めることを目的とした全国

共通基準として全ての「教育スタンダード」が 2008 年に設定される予定であり、その一部

として「全国共通パフォーマンス指標」が作成される予定である。現在は、全国共通パフ

ォーマンス指標を含む教育スタンダードの具体的な目標を設定するための「教育モニタリ

ング」が実施されている。 

これまでに、下表に示すような一部の教育スタンダードが設定済みである。教育課程が

「いつ、どのテーマを授業で学ぶか」を規定しているのに対して、教育スタンダードは生

徒が卒業時に習得していなければならない学力水準を定めている。なお、これらの尺度は、

各科目における生徒のパフォーマンス評価などが中心であり、学校経営に関する指標は含

まれていない。 

 

図表 2.2.4-1 既に導入されている全国共通の教育スタンダード 

対象学年 対象課目 議案成立年月 

4 学年［現在は、3 年生］（初

等教育段階最終学年） 

ドイツ語、算数 2004 年 10 月 15 日 

9 学年［現在は、8 年生］（ハ

ウプトシューレ終了段階） 

ドイツ語、数学、第 1 外国語（英

語またはフランス語） 

2004 年 10 月 15 日 

10 学年［現在は、9年生］（中

級修了資格） 

ドイツ語、数学、第 1 外国語（英

語またはフランス語）、 

2003 年 12 月 4 日 

生物学、化学、物理学 2004 年 12 月 16 日 

注：ギムナジウムの修了資格試験（アビトゥア試験：通常、初等中等教育通算第 13 学年修了時に受験）

については全国共通の要求水準が定められている。 

出典：KMK「KMK 教育スタンダード」［http://www.kmk.org/schul/Bildungsstandards/bildungsstandards-neu.htm］、

及び IQB「教育スタンダード」［http://www.iqb.hu-berlin.de/bista］ 
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１）教育スタンダードの導入に関する経緯 

教育スタンダードについては、各州の文部大臣が参加する各州文化・教育大臣会議

（Kultusministerkonferenz：KMK）が 2002 年に導入を提唱し、以後、順次、個別の目標設

定に向けた取組が進められている。 

ドイツでは、教育課程（カリキュラム）の基準は、各州が独自に定めているが、教育ス

タンダードは、KMK が定めた全国共通のものとなる。その背景には、近年、OECD 生徒の学

習到達度調査（Programme for International Student Assessment：PISA）により国内の

学力低下が明らかになったことから、学力向上を図るために、全国共通の到達目標（要求

水準）を定めた教育スタンダードを導入することが KMK によって 2002 年 5月に提唱された

ことがある。同年 6月には、当時のブルマーン連邦教育研究大臣が、更に同年 7月にはシ

ュレーダー前首相が、この重要性を唱えた。これにより、KMK によって教育スタンダード

が設定され、これ以降、教育スタンダードに基づいて各州が独自の教育課程の基準を定め

ることとなった。 

2003 年には、KMK が、全国共通パフォーマンス指標の作成や教育モニタリングの実施、

教育スタンダードの作成などを行う組織の設立を決定し、ベルリン大学内に、教育制度品

質開発研究所（Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen ：IQB）が設立さ

れた。IQB では、今後導入される予定の教育スタンダードに関するこれまでの課題定義案

と改定案の見直しを行い、教育スタンダードをドイツの学力水準を全国的に均一化するこ

とを目的として作成することとなった。それまでは、各連邦州で教育スタンダードを達成

するための目標設定が統一されていなかったことから、KMK が 2006 年 6 月に全国共通の教

育モニタリング実施計画を策定し、同計画に基づいて、教育モニタリングが行われること

になった。さらに、その結果を参考に、新たな教育スタンダードが 2008 年に発表されるこ

ととなった。この教育スタンダードの項目の 1つとして全国パフォーマンス指標が作成さ

れることになっている。 

なお、連邦政府は、モニタリングの結果を踏まえて、KMK の決議に基づき、(1) 移民や

学習能力が劣る生徒を支援すること、(2) 教育スタンダードを基盤とした授業開発及び教

材開発を行うこと、(3) 教職員を養成し、研修制度を整備すること、(4) 授業指導計画を

作成すること、を検討するとされている。 
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図表 2.2.4-2 IQB と KMK の関連図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：IQB ホームページ［http://www.iqb.hu-berlin.de/institut］ 

 

図表 2.2.4-3 教育スタンダードに関する KMK による決定事項の経緯 

経緯 内容 出典 

2002 年 文化･教育省大臣会議決議：連邦レ

ベルの教育スタンダードを導入す

ることを提唱。 

Bildungsstandards zur Sicherung von 

Qualität und Innovation im 

föderalen Wettbewerb der Länder 

2002 年 5月 KMK 決議：アビトゥア試験の試験課

目である数学、英語、生物、物理、

化学、情報科学、第 2 外国語の全

国水準レベルを決定。 

Einheitliche Prüfungsanforderungen 

in der Abiturprüfung Deutsch 

2003 年 3月 KMK 決議：学校の学習能力の達成度

を改善するために査定を実施する

ことを定めた政策を導入すること

を決定。 

Beschluss der 

Kultusministerkonferenz zu 

vertiefendem Pisa-Bericht 

2003 年 4月 KMK 決議：学校の学習能力の達成度

を改善するための政策を策定。 

Ergebnisse der internationalen 

Grundschulleseuntersuchung 

PIRLS/IGLU und der nationalen 

Ergänzung IGLU-E 

2003 年 教育制度品質開発研究所（IQB）の

設立を決定。 

Gründung des IQB (Institut für 

Qualitätsentwicklung im 

Bildungswesen) 

2004 年 2月 KMK 決議：アビトゥア試験の試験課

目である生物、物理、化学、情報

科学、地理、美術、体育、外国語

の全国水準を決定。 

Einheitliche Prüfungsanforderungen 

in der Abiturprüfung  

2004 年 10 月 KMK 決議の全国共通教育スタンダ

ード（4年生、9年生、10年生につ

いて）を導入。 

Bildungsstandards im Fach Deutsch / 

Mathematik für den Primarbereich 

(Jahrgangsstufe 4) 

Bildungsstandards im Fach Deutsch / 

Mathematik / erste Fredmsprache für 

den Hauptschulabschluss 



 54

経緯 内容 出典 

(Jahrgangsstufe 9) 

Bildungsstandards im Fach Deutsch / 

Mathematik / erste Fredmsprache für 

den Mittleren Schulabschluss 

(Jahrgangsstufe 10) 

2004 年 12 月 KMK 会議の全国共通教育スタンダ

ード（中級終了資格者について）

について議案成立。 

Bildungsstandards im Fach Deutsch / 

Mathematik / erste Fredmsprache für 

den Mittleren Schulabschluss 

(Jahrgangsstufe 10) 

2005 年 11 月 KMK 決議：アビトゥア試験の試験課

目である政治学、音楽、社会科の

全国水準を決定。 

Einheitliche Prüfungsanforderungen 

in der Abiturprüfung  

2006 年 3月 KMK 決議：KMK によるドイツ語、英

語学習能力に関する調査研究結果

とその見解を発表。 

Stellungnahme der 

Kultusministerkonferenz zu den 

Ergebnissen der Studie "Deutsch 

Englisch Schülerleistungen 

International" (DESI) 

2006 年 6月 KMK 決議：ドイツにおける学校シス

テムの問題点の明確化、教育スタ

ンダードを達成するための戦略と

教育スタンダードの導入計画を作

成。 

Gesamtstrategie der 

Kultusministerkonferenz zum 

Bildungsmonitoring 

2006 年 11 月 KMK 決議：アビトゥア試験の試験課

目である宗教、論理学、哲学、経

済学、法律学、技術、教育学の全

国水準を決定。 

Einheitliche Prüfungsanforderungen 

in der Abiturprüfung  

2007 年 5月 KMK 決議：国際的に学習能力を比較

するための対象グループの特定。 

Verwaltungsabkommen zwischen Bund 

und Ländern (Feststellung der 

Leistungsfähigkeit des 

Bildungswesens im internationalen 

Vergleich)  

2007 年 9月 KMK 決議：全国共通の高等学校教育

水準を導入。 

Vereinbarung über Einheitliche 

Prüfungsanforderungen in der 

Abiturprüfung  

出典：KMK［http://www.kmk.org/doku/home.htm?bildungsw］ 

 

２）IQB の活動  

IQB は、ドイツの学校教育システムを改善することを目的として活動しており、特に以

下に挙げる 3点を目標としている。 

・ 国際比較した場合の学力水準を高めること 

・ 各連邦州が高レベルの授業を実現するための支援と学校への補助  

・ 州政府を超えた高レベルの教育政策を提供することと、各連邦州間の情報交換を強

化 することで効果的な比較を可能にし、かつ柔軟性のある学校制度へと改善する

こと  

また、教育スタンダードを設定するために必要な情報収集のために、国内学校施設に対

する教育モニタリング調査を実施している他、各連邦州間の学校教育システムの報告機関
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としての役割も果たす。 

 IQB が設定する教育スタンダードは、学力向上を達成するための教育水準を明確にする

ものであり、教育水準を評価するための重要な基準となる。この教育スタンダードにより、

長期的な教育の質の管理を可能とする指標を作成できることが期待される。IQB は、国内

の教育スタンダードを更に開発、標準化し、最終的にその達成度を学術的に検証しなけれ

ばならないとされており、以下のようなプロセスを経て実施される。 

・各課目ごとの教育スタンダードを作成するための膨大な数の練習問題を作成 

・学習能力の定義：ここでは各課目について、生徒が特定の学年内にどれだけの知識を

有していなければならないかが詳細に明記されなければならない。 

・学習能力比較課題の作成：この比較課題は生徒から得られる特定の知識を把握するた

めのものである。 

・コンピュータを利用した試験の実施と、その評価及び応答システムの開発。 

IQB では、OECD の PISA チームの研究者等、多数の研究者の参加によって、教育モニタリ

ングのための試験問題を開発している。開発した試験を全国的に実施し、生徒が一定の教

学力準に達しているか否かを明らかすることが可能となる。KMK では、学力水準の統一化

を更に進めるために、高等学校卒業試験の問題を一元化し、各州が同試験に基づいて試験

問題を作成することも考えられているが、採点方法が統一されないため、公正な評価は難

しいとする見方もある48。 

なお、教育モニタリング調査には、教育学的及び心理学的診断法、また、学校ごとの授

業・学習内容調査については、専門的教授法と教育学及び心理学の専門分野に分けて調査

を行うことが必要とされている。 

 

３）教育モニタリングの方法と経過 

全国共通の教育モニタリングは、国際的学習能力試験〔PISA、国際数学・理科教育動向

調査（Third International Mathematics and Science Study：TIMSS）、小学校読解力調査

（Internationale Grundschule Leseuntersuchung ：IGLU）〕の結果と、これらの試験と並

行して実施される連邦各州ごとの学力比較調査の結果を分析し、教育スタンダードと比較

・評価して行われている。その分析・評価に基づき、最終的には、連邦各州と連邦政府が

共同して報告書を作成される予定である。報告書では、連邦州ごとの特徴を比較するため

に学習の開始時と終了時が同一である生徒を対象として、社会的、人種的相違点、性別に

よる相違点を分析して作成される予定である。 

前述したとおり、教育モニタリングは、IQB により行われており、連邦各州は IQB によ

る教育スタンダードを学校運営に導入しなければならないこととされている。同モニタリ

ングを参考にした最終結論と今後の方針を含む、新たな全国共通の教育スタンダードは、

2008 年に発表される予定である。 

この新たな教育スタンダードは、小学校 3 年生、基幹学校 8 年生、基幹学校終了時の 9

                             
48 出典：IQB、「IQB 設立の目的」、p.1～2［http://www.iqb.hu-berlin.de/institut］ 
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年生で実施される学力試験の結果を分析して作成される。その試験結果は、国際的学習能

力試験及び（2011 年導入予定の）全国共通の国内学力比較試験の結果と照合される予定で

あり、膨大なデータ分析資料を利用する本方式により、ドイツにおいて初のシステム化さ

れた教育スタンダードが作成されることとなる。IQB がスタンダード化する予定の対象課

題は、ドイツ語、数学、第１外国語、生物、科学、物理の 6課目である。ドイツ語、数学、

第 1 外国の教育スタンダードは、2007 年から 2009 年の間に発表され、生物、科学、物理

のそれは、2010 年までに発表される。この教育スタンダードを用いたドイツ語、数学の国

内学力試験は 5 年ごとに実施され、第 1 回目の試験は、2011 年に施行される IGLU と同時

に実施され、その結果は、2012 年に発表される予定である。 

なお、これまで、各連邦州は、過去数年間に、各連邦州独自のまたは州範囲を超えた学

習指導要綱を参考とした試験を既に実施してきている。これらは、学習能力比較試験であ

り、KMK で決議された教育スタンダードに沿って様々なレベルで実施されている。具体的

には、小学校 3、4年生で ドイツ語、算数の試験、基幹学校 8、9年生でドイツ語、数学、

第 1外国語の試験、基幹学校 9、10 年生でドイツ語、数学 第 1外国語の試験が実施されて

いる。しかし、KMK では、各連邦州独自の学力試験ではなく、全国共通の国内学力比較試

験49 を実施することが討議されている。この試験を実施することで、学校はその教育指導

方法や学校組織を改善することができ、試験結果により、学校の能力向上、生徒に対する

目的別の支援策、教師に対する再教育の必要性等が明確になる。この全国共通の国内学力

比較試験と国際的学習能力試験では、その目的が異なっており、ドイツ統一学力試験は、

教育スタンダードが掲げる目標が達成されたか否かを明確にできるため、国内的には同試

験が重要となる。一方、国際的学習能力試験は、ドイツの教育システムと他国の教育シス

テムの比較する上で重要である。また、ドイツ統一学力試験の結果を集計したデータを分

析することにより短期間で現状の見通しが把握でき、教育方法の確立、生徒の（学力に基

づいた）グループ分けが実現できる。このドイツ統一学力試験の結果は、学校制度の評価

やモニタリングを実施する際に重要である。この試験結果を分析することによりドイツ政

府とドイツ連邦各州は、現在のシステムの問題点を見出し、新たな政策を作成することが

できる。 

また、PISA 試験は、実施間隔が短く、試験の結果発表と、次回の試験が実施されるまで

の間にわずか 12 ヵ月しかないため、次回の試験に向けて学習能力の向上を目標とした政策

を立案するには期間が短すぎ、次回に向けての最善策を練ることができない。この状況を

考慮して、今後は、重点課目をドイツ語、英語、第 2外国語、数学、自然科学と定め、全

国共通の国内学力比較試験と国際的学習能力試験を利用して、生徒の学力を比較する際に

参考となる試験として実施することとなった。 

 

                             
49 これは、2008 年に発表される予定の報告書を検討・分析した後に作成される予定のテストである（KMK によりこれを導入すべ

きか否かが討議されている）。 
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図表 2.2.4-4 国際的学習能力試験と国内試験の実施計画（小学校） 

年度 調査 / 報告 テスト内容 

2006 PIRLS/IGLU-E ・3、4 学年生の教育スタンダードを評価するための試験

として実施。対象課目は、ドイツ語と数学。 

2006  ・PIRLS-Skala の試験内容を参考にドイツ語、数学につい

て国内独自の試験を作成 

2007  ・3、4 学年生のドイツ語、数学に関する教育スタンダー

ドの見直しと、改定。 

2007 TIMSS ・TIMSS の試験内容を参考に国内独自の試験を作成 

2007 IGLU ・国際的学習能力試験の結果を報告 

2008  ・IGLU-E 試験の結果を報告し、各連邦州の学力比較を実

施 

2008 TIMSS ・国際的学習能力試験の結果を報告 

2008  ・ドイツ語、数学の教育スタンダードに関する最終報告書

を作成（上述の見直しと、改定を反映） 

2011 IGLU / TIMSS ・IGLU と TIMSS の実施 

2011  ・ドイツ国内の読解力、数学学力の試験を作成するための

試験内容を決定 

2012 IGLU / TIMSS ・国際的学習能力試験の結果を報告 

2012 IGLU / TIMSS ・国際的学習能力試験の結果を報告し、その結果に基づい

た各連邦州の学力比較を実施 

2015 TIMSS ・TIMSS の実施 

2016 IGLU ・IGLU の実施 

2016  ・ドイツ語、数学の各連邦州における新たな学力比較試験

の導入 

2016 TIMSS ・国際的学習能力試験の結果を報告 

2017 IGLU ・国際的学習能力試験の結果を報告 

2017  ・ドイツ語、数学の学力比較試験の各連邦州ごとの結果を

報告 

注 1）PIRLS（Progress in International Reading Literacy Study）：国際到達度評価学会が行う、国際的な読解リテラ

シー調査。第１回は 2001 年（35 カ国）に実施。以降、2006 年（40/41 カ国）、2011 年と 5 年おきに実施を

計画。対象者の平均年齢は 9.5 歳。 

注 2）PIRLS-Skala：PIRLS の試験結果の分析と指標。 

出典：KMK「全国教育モニタリング調査」、p. 3～19、

［http://www.kmk.org/doc/beschl/Gesamtstrategie_Bildungsmonitoring.pdf］ 
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図表 2.2.4-5 国際的学習能力試験と国内試験の実施計画（5 年生から 13 年生まで） 

年度 研究 / 報告 試験内容 

2006  ・教育スタンダードのための数学試験：第 9学年を対象（ハ

ウプトシューレとギムナジウム） 

2006 PISA ・PISA の実施 

2007 PISA ・国際的学習能力試験の結果を報告 

2007  ・国内学力比較試験のドイツ語、英語、外国語の試験内容

を、教育スタンダードが規定するドイツ語、英語、その

他の外国語の試験内容と照らし合わせる。 

2008 PISA ・各連邦州間における学力比較の結果を発表 

2008  ・ドイツ語、英語、その他の外国語の教育スタンダードの

試験内容と定義を制定（2008 年に発表される教育スタン

ダードの項目として） 

2008  ・数学、自然科学の教育スタンダードの試験内容と定義を

制定（2008 年に発表される教育スタンダードの項目とし

て） 

2009 PISA ・PISA の実施 

・国内でのドイツ語、数学試験の実施 

2009  ・各連邦州間におけるドイツ語、英語、他の外国語の学力

比較試験を実施 

2010 PISA ・国際的学習能力試験の結果を報告 

2010  ・数学、自然科学の教育スタンダードと学習内容の規定 

2010  ・連邦州間におけるドイツ語、英語、他の外国語の学力比

較の結果を報告 

2012 PISA ・PISA の実施 

・国内でのドイツ語、数学試験の実施 

2012  ・各連邦州間における数学、自然科学の学力比較試験を実

施 

2013 PISA ・国際的学習能力試験の結果を報告 

2013  ・連邦州間のおける数学、自然科学の学力比較試験の結果

を報告 

2015 PISA ・PISA の実施 

・国内でのドイツ語、数学試験の実施 

2015  ・各連邦州間におけるドイツ語、英語、他の外国語の学力

比較を実施 

2016 PISA ・国際的学習能力試験の結果を報告 

2016  ・連邦州間におけるドイツ語、英語、他の外国語の学力比

較試験の結果を報告 

2018 PISA ・PISA の実施 

・国内のドイツ語、数学試験の実施 

2018  ・各連邦州間における数学、自然科学の学力比較を実施 

2019 PISA ・国際的学習能力試験の結果を報告 

2019  ・連邦州間における数学、自然科学の学力比較試験の結果

を報告 

出典：KMK「全国教育モニタリング調査」、p. 3～19、

［http://www.kmk.org/doc/beschl/Gesamtstrategie_Bildungsmonitoring.pdf］ 
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（３）州政府における教育システムに対する評価 

１）教育制度に関する評価50 

教育制度の評価は、各ドイツ連邦州政府による独自の方法で実施されている。原則的に

は、学校組織に対する「専門監督」、「法的監督（学務監督）」そして「職務監督」によって

教育制度の評価が行われている。教育制度の評価は、各州教育省の管轄下にある学校当局

学務監督課が実施している。 

専門監督は、学校の授業と教育活動の評価を実施するものである。具体的には、①学習

指導要綱、その他の法律・規則が厳格に遵守されているか、②授業･学校教育が専門的に的

確に行われているか、または採用している方法が適切であるか、そして③全体的に可能な

限りに改善されているか、といった点を監督している。学校訪問、授業見学、相談活動等

により現場で評価を実施している。 

学校制度上（小学校から大学まで）の法的監督である学務監督は51、学校の管理部門や学

校で発生する問題（学校校舎の維持、学校施設の整備等）の監督を行うものである。 

職務監督は、公立学校の教師、学校長を対象に、教師による任務の遂行状況を監視する

ものである。文化・教育省が定める法的ガイドラインに基づき、特定の時期（教師の採用

期間の終了時、昇進時、人事異動時等）、または周期的に教師を評価している。これは各教

師の能力向上、学校組織内における職業能力の維持に役立てられている。教師の教育者と

しての適性と専門性は、学校長や学校当局学務監督課による授業見学を基本に、学校長に

よる教師の適性評価をまとめた報告書や、教師との面接、生徒の学力の進展状況の観察、

教師の自己評価等に基づいて評価される。 

 

２）ベルリン市州における「学校発展計画」 

ベルリン市州は、2004 年 1 月 26 日の学校法（Schulgesetz）の発効と教育改革の基本方

針に基づいて、「学校発展計画：2006‐2011 年（“Schulentwicklungsplan fuer die Jahre 

2006-2011”）」を発行している。 

Berlin Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung の関係者による

と、2004 年以前についても、より非統計的・非数値的ではあるが、資料が発表されている。

同じく関係者によると、同計画そのものを評価していることはない。同計画の目的は、2006

年から 2011 年までの間に、教育分野における包括的なモニタリングを行い、個々の学校が

明確な目標を持てるようにすること、並びに個々の学校を精査することにある。同計画に

より、ベルリン州政府と市民がベルリンの学校システムの発展に関する情報の拠り所とな

っている。 

他の大部分の州政府も、独自の品質管理機関（quality agency）と連携して、学校の評

価及び調査を行っている。 

 

                             
50 出典：KMK、p.55～56［http://www.kmk.org/doku/home.htm?bildungsw］ 
51 出典：Innovationsportal（ドイツ教育制度の単語辞書ページ）

［http://www.bildungsserver.de/innovationsportal/glossarset.html?Id=138&sp=0&］ 
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（４）収集した参考資料 

 

教育制度品質開発研究所（IQB）： http://www.iqb.hu-berlin.de/institut 

全国文部大臣会議（KMK）：http://www.kmk.org/doku/home.htm?bildungsw 

全国教育モニタリング調査： 

http://www.kmk.org/doc/beschl/Gesamtstrategie_Bildungsmonitoring.pdf 
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2.2.5 アメリカ 

 

（１）特徴と得られた示唆 

１）アメリカにおける教育分野の計画の評価手法の特徴 

■連邦教育省 

 アメリカでは、教育は州の専管事項であり、連邦レベルでの包括的な「教育基本計画」

は存在していない。ただし、2002 年に制定された「落ちこぼれを作らないための初等教育

法（No Child Left Behind Act of 2001）」（以下、NCLB）は教育改革に関する施策を包括

的に規定し、ほとんどの州が任意で導入している状況から各州共通の枠組とみなすことが

できる。 

 この NCLB では、各州がそれぞれの施策の数値目標を設定することになっているため、連

邦政府の定める数値目標のほとんどは達成年度が設定されているのみである。（例：州は、

2005-2006 年度までに第 3 学年～第 8 学年および高校を対象とする読解力の教育スタンダ

ードに基づく評価システムを導入する。） 

また、NCLB は連邦補助金の受給条件として、カリキュラム基準や到達目標となる教育ス

タンダードの策定、学力テストの実施と結果公表等の施策の実施を要請しているが、同時

に施策の実効性を高めて学力向上につなげるために、科学的研究によって有効性が証明さ

れた施策や指導法の採用を推奨している。そこで、連邦教育省は 2002 年に What Works 

Clearing House(WWC)を設立し、5 年間で約 1,000-2,000 万ドルの予算を投じ、NCLB に基づ

く施策、指導法等を対象に、科学的根拠のある研究によってその有効性を評価し、州政府、

学区、学校が施策立案やカリキュラム・教材選定の際に必要となる最新でかつ質の高い評

価結果を提供している。 

 

■バージニア州 

 バージニア州には、教育行政の決定機関である教育委員会が策定する教育総合計画があ

り、この計画は 5年後を目標年次として 2年毎に改定されている。計画を構成する施策や

事業はその達成状況や実績が毎年評価されて年次報告書として公開される。 

 また、州教育省は全省横断の行政評価システムの枠組のなかで、毎年業績目標を策定、

評価している。 

 

２）日本における教育振興基本計画の評価手法等の検討に対して得られた示唆 

教育計画の策定に関しての示唆には、計画には測定可能な指標を設定し、測定できない

指標（あるいは測定する方法がない指標）を設定しないようにすることが重要との示唆を

得た。 

また、WWC は「科学的根拠のある研究」によって施策等の有効性を証明することを推進

しているが、特に厳密な証拠が得られるとするランダム化比較試験（Randomized 

Controlled Trial:RCT）は、通常 5年の調査期間を要するため、莫大な費用（5年間で総
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予算 1,000-2,000 万ドル）や生徒や学校などをランダムに実験グループと比較グループを

設定する困難さなどの課題が明らかになっている。また、このような課題に加え、評価結

果を公開するだけでは、州政府や学区などが施策を導入するきっかけにはなりにくく、現

在評価結果を実践的に活用するためのガイドブックなどを作成しているところである、と

のことであった。 

 

（２）バージニア州における教育分野の基本計画（以下「教育基本計画」）の概要 

アメリカでは、憲法 1条第 8 節第 10 修正（1791 年 12 月）により、教育は州の専管事項

とされているため、連邦レベルでの包括的な「教育基本計画」存在していない。 

連邦レベルの教育行政機関である連邦教育省の役割は、教育の機会均等などの教育支援

への支援に止まる一方で、州は、州憲法及び州法（州教育法）に基づいて独自に州内の教

育全般を統括している。このような状況を踏まえ、本調査では州政府を主な対象とするこ

ととし、より具体的に教育分野の基本計画の策定や評価状況などを把握するため、連邦教

育省の推薦を受けた「バージニア州」を調査対象とした。 

 

１）総合計画等との関係 

バージニア州では、州教育行政の決定機関として、州内の教育全般（実質的には初等中

等教育中心）について最終的な責任を負う、教育委員会が「教育総合計画（Board of 

Education Comprehensive Plan）を策定している。教育行政に影響のある方針や計画等に

は、バージニア州知事方針、議会方針、州教育省の行政評価結果等があるが、教育委員会

は教育行政の決定機関として独自の計画を策定できる権限があり、図表 2.2.5-1、図表

2.2.5-2 に示す通り、関連計画等とは完全に連動してはいない。現在は、「教育総合計画 2007

年-2012 年（Board of Education Comprehensive Plan）」が進行中である。 

 

図表 2.2.5-1 教育総合計画（Board of Education Comprehensive Plan） 

目標１：教育委員会はバージニア州の全ての公立学校の教育水準を向上させることを継続
する。 

目標２：教育委員会は、児童生徒グループ間の学力達成度における格差を解消し、全ての
児童生徒の学問的成功を増大するよう学校や学区を支援するようリーダシップを
発揮する。 

目標３：教育委員会は、全ての学校と学区が卓越した学力達成状況を目指すように配慮し
つつも、慢性的に学力達成度が低い学校と学区に重点を置きながら、全ての学校
の説明責任を支援する。 

目標４：教育委員会は、保護者と協働し、全ての幼児が成功に必要なスキルを備えて幼稚
園に入園する準備ができるよう支援する。 

目標５：教育委員会は、幼稚園から第12学年（高校3年）の全ての児童生徒がリテラシー・ 
スキルを習得できるような政策を立案する。 

目標６：教育委員会は教育に関わる人材の養成、採用、維持を強化するような政策や基準
を導入する。それらには、意義のある継続的なプロフェッショナル・デベロップ
メントを含む。 

目標７：教育委員会は、州や連邦レベルの法律や法令の規定を実施するあたりリーダー 
シップを発揮する。 

目標８：教育委員会は、学校と学区に対して、指導と学習のプロセスを促進させるような
安全で安心できる環境を確保できるようにリーダシップを発揮する。 

出典：Board of Education Comprehensive Plan(2007-2012) 
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図 2.2.5-2 行政評価の対象となる州教育省の掲げる目標 

目標１：「バージニア就学前イニシアチブ」事業のサービスを受けている危機的な状態52に
ある 4歳児童の割合を増やす。 

目標２：第 8学年（中学 2年）までに代数Ⅰを履修している生徒の割合を増やす。 
目標３：「キャリア・技術教育プログラム」を履修している高校生のキャリア・レディネス

を高める。 
目標４：認定学校53の割合を増やす。 
目標５：高校卒業率を高める。 
目標６：上級修了資格54を取得する高校生の割合を増やす。 
目標７：第 3学年までに読むことができる児童の数を増やす。 
目標８：上級コース（Advanced Placement）55、国際バカロレア資格、デュアル履修コース

(Dual Enrollment courses)56の履修学生の割合を増やす。 

出典：Virginia Performs-Agency Performance Measures 

 

２）計画の体系 

「教育総合計画」のうち、計画の主要部分は、「ビジョン」、「ミッション」、「目標」、「目

標達成のための確認手段」、「目標達成のための行動計画」、「進捗状況の評価」で構成され、

その他「入学者数の予測」、「重要な人口動態の傾向」、「関連計画」、「付録」などで構成さ

れている。計画の主要部分は図表 2.2.5-3 に示すような構造になっている。「進捗状況の評

価」では、前計画（2005 年-2010 年）の評価が記述され、具体的な達成事項は「付録」で

報告されている。 

図表 2.2.5-3 教育総合計画の主要部分の体系 

ヴィジョン

ミッション

目標①

●「目標」の記述例

目標⑤：教育委員会は、幼稚園から高校3年生までの全ての児童生徒が読み

書きの能力を習得できるための政策を策定する。

●「目標達成の確認手段」の記述例

目標⑤：

確認指標（１）：全ての児童生徒の読み書きの能力を支援する新しい教育委員

会政策を記述する

確認指標（２）：3年生、8年生、国語の読み書きテストの最終学年時の児童生

徒のテストの成績の変化を経年で測定する

確認指標（３）：高校の卒業率を経年で測定する

確認指標（４）：中等後教育や就職への準備度合い（情報が入手できる場合）

6.継続して、リテラシー向上のための教育水準、教
育認定に関わる政策を立案、推進する。

7.保護者や教員が読解力を向上させる上での強み
と弱みを認識できるように追加的な情報を提供する
イニシアチブを支援する

5.教育者、産業界リーダー、政治家、その他関係者
を対象とした、成人リテラシー政策サミットを開催し、
リテラシー向上の必要性に対する認識を高める

4.全ての分野における成人読解向上プログラムを
支援する

3.読解の指導力改善のための教員養成研修や初
任前研修を支援する

2.就学前教育から成人向けリテラシー・イニチアチ
ブ（英語を母国語としない人々を対象としたプログラ
ムも含む）の提供を推進する

1.初等教育教員、特別支援教育教員、読解専門教
員向け新任資格試験では、読解力テストの実施を
必須とする

1211100908070605

行動

6.継続して、リテラシー向上のための教育水準、教
育認定に関わる政策を立案、推進する。

7.保護者や教員が読解力を向上させる上での強み
と弱みを認識できるように追加的な情報を提供する
イニシアチブを支援する

5.教育者、産業界リーダー、政治家、その他関係者
を対象とした、成人リテラシー政策サミットを開催し、
リテラシー向上の必要性に対する認識を高める

4.全ての分野における成人読解向上プログラムを
支援する

3.読解の指導力改善のための教員養成研修や初
任前研修を支援する

2.就学前教育から成人向けリテラシー・イニチアチ
ブ（英語を母国語としない人々を対象としたプログラ
ムも含む）の提供を推進する

1.初等教育教員、特別支援教育教員、読解専門教
員向け新任資格試験では、読解力テストの実施を
必須とする

1211100908070605

行動

目標② 目標③ 目標④ 目標⑤ 目標⑥ 目標⑦ 目標⑧

確認手段
①・・・

確認手段
①・・・

確認手段
①・・・

確認手段
①・・・

確認手段
①・・・

確認手段
①・・・

確認手段
①・・・

確認手段
①・・・

行動計画
①・・・

行動計画
①・・・

行動計画
①・・・

行動計画
①・・・

行動計画
①・・・

行動計画
①・・・

行動計画
①・・・

行動計画
①・・・

年

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

行動計画：●「目標達成のための行動計画 」の記述例

目標⑤：教育委員会は、幼稚園から高校3年生までの全ての児童生徒が読
み書きの能力を習得できるための政策を策定する。

背景：

本目標は、学校で高い到達度を修める場合には、特定の基礎的スキル
（例：読み書き）がすべての子どもたちにとって非常に重要であると
の教育委員会の認識に基づいている。教育委員会がバージニア州
の子どもたちの読解あるいはリテラシー・スキルの改善のために、
教員に対してできる直接的な支援はわずかである。しかしながら、
読解の指導およびその学習に影響する政策分野（例えば、教員養
成や教員資格）に対して働きかけることは可能である。

本目標達成のために現在行っている活動は、初等教育レベルお
よび成人向けのイニシアチブに重点を置いている。教育委員会は、
目標達成に関係する全ての教育段階について、その活動を追加、
修正することを考慮する。

行動計画：●「目標達成のための行動計画 」の記述例

目標⑤：教育委員会は、幼稚園から高校3年生までの全ての児童生徒が読
み書きの能力を習得できるための政策を策定する。

背景：

本目標は、学校で高い到達度を修める場合には、特定の基礎的スキル
（例：読み書き）がすべての子どもたちにとって非常に重要であると
の教育委員会の認識に基づいている。教育委員会がバージニア州
の子どもたちの読解あるいはリテラシー・スキルの改善のために、
教員に対してできる直接的な支援はわずかである。しかしながら、
読解の指導およびその学習に影響する政策分野（例えば、教員養
成や教員資格）に対して働きかけることは可能である。

本目標達成のために現在行っている活動は、初等教育レベルお
よび成人向けのイニシアチブに重点を置いている。教育委員会は、
目標達成に関係する全ての教育段階について、その活動を追加、
修正することを考慮する。

 

出典：Board of Education Comprehensive Plan(2007-2012)から抜粋、作成 

                             
52 幼児虐待や貧困などによって危機的な状態に陥っていること 
53 州が実施する各種到達度テストの結果に応じて、学校は認定(Fully Accredited)、警告付認定（Accredited with warning）、否認

（Accredited Denied）、条件付認定（Conditionally Accredited）に分類される。 
54 高校卒業に通常必要な履修および成績を上回る成績を収めた者に与えられる資格 
55 大学レベルの上級コースを履修し、年度末に実施される全国試験で一定以上の成績を修めることで、当該科目について大学

の単位取得が可能になる制度。 
56 コミュニティカレッジの授業およびコミュニティカレッジレベル相当の授業を履修し、一定以上の成績を修めることで当該科目に

ついてコミュニティカレッジの単位取得が可能になる制度。 
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３）対象分野 

 就学前教育（幼稚園）、初等中等教育を対象範囲としている。高等教育は、州高等教育カ

ウンシル（State Council of Higher Education for Virginia）が所管している。 

 

４）計画策定のプロセス、策定の体制・主体 

 策定主体は教育委員会であり、毎月開催される教育委員会会議で審議の後、パブリック

コメントを反映し、総合計画を改定しているとのことである。 

 基本的なプロセスとスケジュールは以下の通りである。 

 11 月：前年度の年次報告書の確定・公開 

 4-6 月：前年度の年次報告書を受けて、現行総合計画の修正 

 6-7 月：教育委員会会議で、改訂版総合計画案の確定 

 7-8 月：パブリックコメント受付・反映 

 9 月：教育委員会会議で、改訂版総合計画案の承認、改訂版総合計画の公開 

 

５）策定・見直しの時期、計画対象年次 

 総合計画は 5 年後を目標年次とする計画となっており、策定主体である教育委員会は 2

年毎に改訂版を策定している。 

 

６）計画の範囲（政策、施策、事業） 

図 2.2.5-3 の例に見るように、計画の目標は施策レベルで記述されている。 

 

７）指標・目標の設定状況と設定プロセス／根拠 

 図表 2.2.5-4 に示す通り、目標には目標の達成を確認するための手段が記述（～の目標

達成を確認するには、読み書きテストの結果を経年で測定する、など）されているが、数

値化された指標は設定されていない。 

 

図表 2.2.5-4 指標・目標の設状況 

目標の記述例 確認指標の設定例 

教育委員会は、保護者と協
働し、全ての幼児が成功に
必要なスキルを備えて幼
稚園に入園する準備がで
きるよう支援する。 

 幼稚園前教育における子どもの成功を促進する学校の取組を
支援する教育委員会の活動を記録する。 

 入園時に入園に必要な能力を保有している子どもの割合を入
園後に行う読み書きテストなどによって、経年で測定する。 

 バージニア就学前イニシアチブ事業、あるいは質の高い他の就
学前プログラムのサービスを受けている危機的な状態にある
子どもの割合を経年で測定する。 

教育委員会は、幼稚園から
高校 3 年生までの全ての
児童生徒が読み書きの能
力を習得できるための政
策を策定する。 
 

 全ての児童生徒の読み書きの能力を支援する新しい教育委員
会政策を記述する 

 3 年生、8 年生、国語の読み書きテストの最終学年時の児童生
徒のテストの成績の変化を経年で測定する 

 高校の卒業率を経年で測定する 
 中等後教育や就職への準備度合い（情報が入手できる場合） 
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目標の記述例 確認指標の設定例 

教育委員会は、学校と学区
に対して、指導と学習のプ
ロセスを促進させるよう
な安全で安心できる環境
を確保できるようにリー
ダシップを発揮する。 

 安全で安心な環境を創出するために教育委員会が執った先導
的な行動を記録する。 

 学校の安全と安心に関する定量的な方法によって経年で測定
する。その方法は、バージニア州のウェブ上の報告システム、
あるいはその他の情報源から活用可能な証拠を使って開発す
る。 

出典：Board of Education Comprehensive Plan(2007-2012)から抜粋、作成 

 

８）他組織の計画への反映状況 

 州教育省は教育委員会の策定する教育総合計画とは別に、全省横断の行政評価システム

の枠組の中で、業績評価のための目標設定・評価を行っている。この目標は、教育総合計

画を参照しているといえるものの、より州知事の策定する教育分野に関連した計画に連動

しているということだった。 

 

（３）教育基本計画の評価方法等 

１）評価の体系 

 教育委員会は、2 年毎に改定している教育総合計画の目標の進捗を毎年管理している。

2006 年までは目標の一部の進捗管理のみ行っていたが、2007 年からは確実な目標達成を目

指し、すべての目標の進捗管理が行われるようになった。 

 また、バージニア州は全省横断の行政評価システム「バージニア・パフォームズ（Virginia 

Performs.以下 VP）」を導入しており、州教育省の教育行政サービスは VP の評価の対象に

もなっている。ただし、先述のとおり、州教育省の掲げる業績目標と教育委員会が策定す

る教育総合計画の目標は一致していない。 

 

２）評価の対象（政策、施策、事業） 

 総合計画に掲げる目標を対象とした評価を実施している。評価結果である年次報告書で

は、計画に含まれる各目標と施策および、各施策を構成する事業の実績や進捗状況を評価

している。 

 一方、VP は、教育総合計画のうち主要な施策に関連する 8つの業績目標を設定し、基本

的に施策を対象とした評価を実施している。 

 

３）評価の実施頻度・時期と根拠 

 教育委員会は、毎月実施する委員会で目標の進捗管理を行い、毎年年次報告書を作成し

総括的な評価を行う。年次報告書は毎年 11月頃に教育委員会が最終的な承認を行い、知事

および議会に提出される。 

 VP においては、各部局が毎年評価を行う。ただし、VPはオンライン上で随時更新が可能

なシステムであるため、担当部局は評価データが収集できた時点で更新している。また VP

は一般にも公開されており、閲覧が可能である。 
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４）評価の体制・主体 

教育委員会は、毎月実施する委員会で目標の進捗管理を行い、毎年 11月頃に年次報告書

を作成し、総括的な目標の達成状況を確認する。年次報告書は教育委員会が最終的な承認

を行い、知事および議会に提出される。 

 

５）評価の視点と方法 

教育総合計画は、目標の達成状況及び目標達成のための行動計画の実績の視点から評価

する。 

 VP は、業績目標に対して設定された、数値化されたアウトカム指標に対して、目標の達

成度の視点から評価する。 

 

６）評価に必要なデータの収集方法 

教育総合計画および VPの評価に必要なデータの収集は、州教育委員会の担当部局が直接

あるいは学区教育事務所を通じて収集する。 

 

（４）評価結果の活用・公表方法 

１）評価結果の活用状況 

教育総合計画の結果は年次報告書として毎年取りまとめられ、州知事および議会に提出

される他、州教育省の HPで公開される。また、報告書は 2年毎に行う教育総合計画の改訂

に反映される。 

VP の結果は業績目標の達成状況を可視化するほか、行政サービスの説明責任の役割を果

たしている。VP の結果は VP の専用 HP57 で一般公開されている。 

 

２）住民への公表の実施状況・方法・対象範囲 

年次報告書は、教育委員会の月例会議の議題として審議されるが、月例会議は基本的に

一般に公開されているため、その場で住民の意見を聴取することが可能である。 

 

３）評価結果に対する住民からの意見への対応状況 

上述のとおり、教育委員会の月例会議で一般市民が議題を提出することができるため、

このような開かれた場を利用することもあるほか、各部局の窓口が HPで案内されており、

担当部局で直接対応する場合もある。 

 

（５）教育基本計画の評価及び結果の活用・公表における課題 

１）計画の評価における課題 

現在バージニア州教育委員会ではより厳密で適切に目標の進捗状況を把握することを目

                             
57 http://www.vaperforms.virginia.gov/index.php 
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的とし、従来目標の一部に対する評価を行っていた方法を見直し、全ての目標を評価の対

象とする方針で 2007 年の年次報告書を作成した。年次報告書では、目標を達成するための

施策に含まれる事業の評価も行うようになった。教育委員会としては計画と評価のあり方

を模索している状態である、との回答があった。 

 

２）結果の活用・公表における課題 

 特に大きな課題は認識していない、とのことであった。 

 

（６）その他 

教育行政の構造的な問題がもたらす計画と評価の複雑性と教育サービス全体の把握の困

難性について指摘があった。これは、教育委員会は教育行政の決定機関として、教育行政

の執行機関である州教育省から独立し、教育総合計画の策定および評価を行っているもの

の、教育分野の計画は教育総合計画が唯一の計画ではなく、実際には知事方針や議会方針

においても教育分野の計画が含まれ、計画に対しての実績が存在している。そのため、複

数の計画が存在し、それらは一部同様であったり、目的と手段の関係にあったりなど様々

な相関関係にあり、教育サービスの成果を把握することが難しい状況にある、との回答が

あった。 

 

（７）収集した参考資料 

Virginia Department Education Strategic Plan Goals(July 7,2005) 

Board of Education Comprehensive Plan(2005-2010) 

Board of Education Comprehensive Plan(2007-2012) 

Annual report on the condition and needs of public schools in Virginia,2006 

Draft Annual report on the condition and needs of public schools in Virginia,2007 

Virginia Performs-Agency Performance Measures 
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3． 国内事例調査    

 

3.1 国内事例調査の結果概要 

国内の事例調査を行った 10 自治体のうち、訪問ヒアリングによって詳細を把握した 6

自治体について、その概要を一覧表に整理した。 
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 北海道 岩手県 静岡県 

対象となる計画 

■計画の名称： 

・「第三次北海道教育長期総合計画」 

■計画の位置づけ： 

・北海道総合計画の教育分野を詳細化した、分野別計画 

■計画期間： 

・平成 10 年度からの 10 年間 

■計画体系： 

・「基本計画」及び「実施計画」 

・「実施計画」は、計画期間の前期と後期にそれぞれ策定 

■対象分野：学校教育（幼稚園、小学校・中学校、高等学校、特別支援学校、

大学・専門学校）、生涯学習、社会教育、文化・スポーツ 

■指標・数値目標： 

・定量化が可能な施策については、指標及び数値目標を設定 

・後期実施計画では 55 指標を設定 

■予算の裏づけ： 

・実施計画において、計画の推進に必要な資金量を提供している 

■計画の名称： 

・「第８次岩手県教育振興基本計画」 

■計画の位置付け： 

・岩手県総合計画の教育分野の内容を具体化した計画（アクションプラン） 

■計画期間： 

・平成 11 年度からの 12 年間 

■計画体系： 

・「基本計画」（総論・各論）及び「実施計画」 

■対象分野： 

・学校教育（幼稚園、小学校・中学校、高等学校、特別支援学校）、生涯学習、

社会教育、体育・スポーツ、文化芸術、文化財 

■指標・数値目標： 

・総合計画で掲げる指標・目標を採用 

・計画策定当初は、31 の「主要な指標」を設定 

■予算の裏づけ： 

・計画策定時点では予算の裏づけはなし 

■計画の名称： 

・「静岡県教育計画『人づくり」2010 プラン」 

■計画の位置づけ： 

・静岡県総合計画の教育分野を詳細化した、分野別計画 

■計画期間： 

・平成 14 年度からの 9年間 

・中間年度（平成 18 年度）に見直しを行い、現在は、後期計画が進行中 

■計画体系： 

・「基本構想」と「基本計画」 

・計画では、施策レベルまでが記載されており、具体的な事業については、年

度ごとに策定する「教育行政の基本方針と教育予算」に示される 

■対象分野： 

・学校教育（幼稚園、小学校・中学校、高等学校、特別支援学校）、生涯学習、

社会教育、家庭教育、文化・スポーツ 

■指標・数値目標： 

・後期計画では、アウトカム指標を中心に、67 指標を設定 

■予算の裏づけ： 

・一部の施策については予算の裏づけあり 

評価手法 

■評価の対象： 

・施策体系に掲げる目標および施策 

■評価の体制・主体： 

・教育委員会 

■評価の実施頻度： 

・2年毎 

■根拠： 

・「教育長期総合計画施策評価実施方針」（2年毎の評価に合わせて、都度、策定） 

■評価の視点・方法： 

・施策の推進状況（数値目標の達成度）を基本とした、内部評価を実施 

・評価の視点は、以下の 4点。 

－「目標の達成状況」 

－「施策の基本方向」の推進状況 

－「目標」達成に向けた施策の寄与度 

－「主な施策」の展開の方向性 

＊知事部局が実施する「政策評価制度」における評価手法と同様。 

■評価の対象： 

・施策推進上の基本単位となる総合計画の分野及び分野を構成する事務事業 

■評価の体制・主体： 

・内部評価：教育委員会及び必要に応じて知事部局の政策評価担当課 

・外部評価：岩手県政策評価委員会 

■評価の実施頻度：毎年度、４月～７月に実施 

■根拠： 

・「政策等の評価に関する条例」（平成 15 年 10 月 9日岩手県条例第 60 号、平成

16 年 1月 1日から施行） 

■評価の視点・方法： 

・総合計画に掲げる「主要な指標」の進捗状況（数値目標の達成度）を基本と

し、県民意識調査結果（満足度・ニーズ度）などのほか、社会経済情勢も踏

まえた上で、目指していた状況にどれだけ近づいたかという視点から、総合

的に評価を実施 

・数値のない定性的な目標については、目標（計画）に対する実績（実施した

内容等）により評価 

・事業の検証は、必要性・有効性・効率性の視点で実施 

■評価の対象： 

・各施策に設定された成果指標の進捗状況 

・中間年度の見直しは、計画全体が対象となった 

■評価の体制・主体： 

・教育委員会 

■評価の実施頻度： 

・毎年度 

■評価の視点・方法： 

・毎年度、実施状況調査を実施 

・対象は、学校（悉皆）、教員（抽出）、児童生徒（抽出）、20 歳以上の一般県民

（抽出） 

・評価の視点は、以下の 2点 

 －目標の達成度 

 －施策体系の妥当性（目標の達成度をもとに、定性的な評価を実施） 

・評価体系は教育分野として独立しているが、評価方法は、県全体の指針、マ

ニュアルを踏襲 

評価結果の活用・

公表 

■評価結果の活用 

・計画の推進管理、重点政策などの政策展開、予算編成、組織機構改正、事務

事業の見直し等の事務改善など教育分野のあらゆる分野に反映 

■評価結果の公表 

・「第三次北海道教育長期総合計画推進状況報告書」として取りまとめて公表 

・上記報告書は、教育委員会ホームページでも公表している 

■評価結果の活用 

・政策評価結果は、県議会へ報告され、決算審査（10 月）に活用 

・施策・事業の重点化（新たな施策・事業の創設や既存の施策・事業の拡充、

改善などの検討）に活用し、翌年度予算の編成・人的資源の配置等に反映 

・県民に評価結果・反映状況を公表し、意見を求めている 

■評価結果の公表 

・政策評価を所管する知事部局のホームページで、教育分野を含む評価結果（「政

策評価(平成 18 年度実績)の実施状況報告書」等）を公表 

■評価結果の活用 

・翌年度、重点的に取り組むべき施策を検討する際に活用 

・「教育行政の基本方針と教育予算」に反映される 

■評価結果の公表 

・実施状況調査の結果を教育委員会ホームページで公表 

その他特記事項 
■課題： 

・実績ではなく、成果を捉えた評価方法の導入 

・住民に関心を持ってもらえる、わかりやすい結果の公表方法 

■課題： 

・現行の仕組みで問題ない 

■課題： 

・アウトカム指標は、施策の成果を評価するには適しているが、因果関係はわ

からないため、施策や事業の直接的なパフォーマンスを評価できない 
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 島根県 宮崎県 京都市 

対象となる計画 

■計画の名称： 

・「しまね教育ビジョン 21」 

■計画期間： 

・平成 16 年度からの 10 年間 

■計画体系： 

・「総論」と「各論」 

■対象分野： 

・学校教育（幼稚園、小学校・中学校、高等学校、特別支援学校）、家庭教

育、文化・スポーツ 

■指標・数値目標： 

・事業ごとに、可能な範囲で 85 指標を設定 

・平成 19 年度までの数値目標が設定されており、以降の数値目標について

は、達成状況を踏まえて検討 

■計画の位置づけ： 

・島根県総合計画の教育分野を詳細化した、分野別計画 

■予算の裏づけ： 

・一部の施策については予算の裏づけあり 

■計画の名称： 

・「宮崎の教育創造プラン」 

■計画期間： 

・平成 15 年度からの 10 年間 

■計画体系： 

・「基本計画」（総論・各論）及び「戦略プロジェクト」（実施計画） 

■対象分野： 

・学校教育（幼稚園、小学校・中学校、高等学校、特別支援学校）を中心。

「家庭教育への支援」、「就学前教育の充実」、「子どもの存在感の高揚を

図る活動の場と機会の提供（地域社会における教育）」にも言及 

■指標・数値目標： 

・指標は設定されておらず、評価は、県全体の行政評価（宮崎県総合計画

の評価）と一体で実施 

・宮崎県総合計画では、6種類の指標が設定されている 

■計画の位置付け： 

・総合計画を踏まえ、宮崎県教育の「基本指針」として策定 

・市町村教育委員会に教育計画の策定や事業実施の「指針」として活用を

依頼 

■予算の裏づけ： 

・予算の裏づけなし 

■計画の名称： 

・「京都市教育委員会政策推進方針」 

■計画期間： 

・年度毎に策定 

■計画体系： 

・「政策推進方針」と「予算編成方針」 

■対象分野： 

・学校教育（幼稚園、小学校・中学校、高等学校、特別支援学校、大学・

専門学校）、生涯学習、社会教育、家庭教育、文化・スポーツ 

■指標・数値目標： 

・指標は設定されておらず、評価は、市全体の行政評価（京都市総合計画

の評価）と一体で実施 

・京都市総合計画では、アウトカム指標を中心に、指標が設定されている 

■計画の位置づけ： 

・京都市総合計画の政策評価・施策評価結果を踏まえた、京都市政策重点

化方針、予算編成方針を受けて教育委員会が策定 

■予算の裏づけ： 

・予算の裏づけあり 

評価手法 

■評価の対象： 

・各施策と数値目標の達成状況 

・平成 19 年度に主に各論の見直しを実施予定。 

■評価の体制・主体： 

・教育委員会 

■評価の実施頻度： 

・毎年度 

■根拠： 

・「しまね教育ビジョン」 

■評価の視点・方法： 

・毎年度、数値目標の達成状況を把握するためのアンケート調査を実施 

・県民意識調査も活用 

・担当課による内部評価 

・評価の視点は、主に数値目標の達成状況 

＊以下、宮崎県総合計画における行政評価の手法 

＊教育委員会としては、県内の国公立幼稚園・小学校・中学校、県立学校

及びそれぞれの単位 PTA 代表、地域代表を対象にアンケート調査を実施

し、県教育委員会の課題、学校・家庭・地域の取組として期待すること

を把握 

■評価の対象：施策レベル 

■評価の体制・主体： 

・施策担当課室長による評価シート作成による「自己評価」 

・学識経験者からなる「評価委員会」による「第三者評価」 

■評価の実施頻度：毎年度、4月～8月に実施 

■評価の視点・方法： 

・「有効性」「効率性」の視点を中心に評価 

・主として「実績評価」（アウトカム評価）で実施 

・各施策において「成果指標」を設定し、その「実現状況」によって評価 

・指標化できない成果についても「成果指標」と同様に「達成率」を判断

し、「成果指標」とあわせて総合的に評価 

＊以下、京都市総合計画における行政評価の手法 

■評価の対象： 

・政策及び施策 

■評価の体制・主体： 

・京都市総合企画局政策推進室 

■評価の実施頻度： 

・毎年度 

■根拠： 

・行政評価条例（京都市行政活動及び外郭団体の経営の評価に関する条例） 

■評価の視点・方法： 

・客観指標評価と市民生活実感評価の二側面からの評価を実施 

・客観指標評価については、達成度、進捗、推移など、各指標に適した評

価の視点を採用 

・市民生活実感評価については、20 以上の市民 3,000 を対象に調査を実施 

・各施策の特性に応じて、評価の視点やルールを柔軟に設定 

評価結果の活用・

公表 

■評価結果の活用 

・翌年度の事業の見直しに活用 

■評価結果の公表 

・教育委員会ホームページで公表 

■評価結果の活用 

・構成事業の改善・充実 

・新規・改善事業については、緊急性・必要性を考慮し、財政当局と十分

協議の上、構築する。 

■評価結果の公表 

・「行政評価」については、県庁ホームページで公表 

・「プランの推進に係る調査」は市町村教育委員会、学校ほか関係機関に報

告書冊子を送付するとともに、ホームページで公表 

■評価結果の活用 

・総合計画の政策、施策評価をもとに、京都市政策重点化方針・予算編成

方針が定められ、年度予算の各局裁量枠と重点化枠を決定 

・教育委員会では、上記の方針を受けて、毎年度、京都市教育委員会政策

推進方針を策定 

■評価結果の公表 

・京都市役所内の情報公開コーナーで閲覧ができる他、ホームページでも

公表 

その他特記事項 

■課題： 

・個別事業の評価だけではなく、計画全体としての評価をどのように行う

か 

・県民へのわかりやすい評価結果の公表方法 

■課題： 

・総合計画と一体となった評価体系である（教育委員会独自での評価は実

施していない）ため、行政評価の観点が変更された場合、現プランとの

整合性が問題となる 

■課題： 

・市民に関心を持ってもらうための公表方法の工夫が課題であるとし、行

政評価のパンフレットを作成・配布するなどの取組を実施 
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